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Ⅰ 高等専門学校の現況及び特徴 

 

１ 現況 

（１）高等専門学校名 

富山工業高等専門学校 

（２）所在地 

富山県富山市本郷町13番地 

（３）学科等の構成 

学 科：機械工学科，電気工学科，物質工学科，

環境材料工学科 

専攻科：機械・電気システム工学専攻，機能材料

工学専攻 

（４）学生数及び教員数 

（平成19年5月1日現在） 

学生数：学 科806人 

    専攻科39人 

専任教員数：63人 

助手数：2人 

２ 特徴 

（１） 沿革 

 富山工業高等専門学校（以下｢本校｣という。）は，昭

和39年に３学科（機械工学科，電気工学科，工業化学

科）で創設され，昭和44年に金属工学科が増設された。

その後，平成元年に工業化学科を生物工学教育の導入を

新たに図った物質工学科に（物質コース及び生物コース

の２コース制を導入），平成７年には金属工学科をエコ

マテリアルの視点に立った環境材料工学科に改組した。

また平成５年には準学士課程の上に高度で複合・融合的

な工学専門領域の教育を目指して２年間の専攻科（機械

・電気システム工学専攻及び機能材料工学専攻）を設置

し今日に至っている。 

 発足当初は校舎・実習工場・体育館・図書館などの基

本的な施設が整備され，その後昭和62年に地元企業との

連携や研究・教育活動の活性化を図るため工業材料教育

研究センター（現総合技術センター），平成４年に生物

工学実験棟，平成７年に専攻科棟，平成16年には多目的

共用施設であるオープンラボなどが整備されている。 

 学生は富山県出身者が中心であるが，岐阜県など他府

県の出身者もいる。また昭和58年度からは高校からの編

入学制度を導入，平成３年度からは外国人留学生を積極

的に受け入れ，国際交流の一端を担っている。さらに平

成17年に技術振興会を立ち上げ，地元企業との連携によ

って研究・教育活動の活性化を図っている。 

（２）理念そして目的の背景 

本校における教育は，実体験及び問題発見・解決型を

重視し，実践的かつ専門的な知識及び技術を有する人材

を教育できる特徴を持っている。その結果，本校から多

くの卒業生が社会に出て，産業界では企業の経営者，大

企業や地元企業の役員，部長などとして，研究・教育界

では大学・高専の教授などとして広く各界で活躍してい

る。現在も準学士課程，専攻科課程とも就職率，進学率

はほぼ100%である。 

本校の教育の根底に流れている理念は「深雪に曲がっ

ても決して折れない若竹のような活力とねばり強さを持

つ学生」を育成することである。この精神を表す “わか

たけ”色は本校のスクールカラーとして用いられている。

本校の教育理念は，1) 自主自立の精神，2) 真理の探究，

3) 科学倫理の尊重，である。そして教育目的は，1) 工

学全般の基礎知識を有し，技術力に優れたグローバルエ

ンジニア，2) 広い視野を有し，将来，研究・開発をリー

ドする能力を備えた人材，3) 人・地球との共生の精神を

有した人材，の育成である。本校では，これらの理念及

び目的に基づいて，高校・大学の課程では実施困難な，

低学年からの専門分野の実験・実習などの体験型教育を

実施している。その結果，多様な進路に対応できる技術

者として本校を巣立ち，社会からは「よく手が動く」や

「積極的である」との評価を得ている。また専攻科にお

いては「複眼的視野と，生態系・環境との関わりに充分

配慮できる能力を持ちながら，最も自信のある専門工学

領域の基礎的素養を持つ創造力ある技術者」の養成を目

指して教育・研究活動を行っている。これは国立高専機

構法第３条に掲げる目的の達成に合致するものである。 

 本校の教育研究の大きな特徴に環境を重視した工学教

育が挙げられる。これは富山県における過去の悲惨な歴

史（「イタイイタイ病」の教訓）に端を発している。こ

のことは，学生・教職員あるいは本地域に「エコテクノ

ロジー」という言葉が根付いていることにも伺われる。 

 平成16年度には「エコデザイン工学」プログラムが工

学（融合複合・新領域）関連分野で日本技術者教育認定

機構（JABEE）から認定を受け，準学士課程（4,5年）と

専攻科課程を合わせた教育プログラムが国際通用性を有

する学士教育課程水準にあるものと認められた。 
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Ⅱ 目的 

１ 富山工業高等専門学校の使命及び基本方針 

１．１ 本校の目的 

本校の目的は，学則第１条において定められているとおり，学校教育法第70条の２を踏まえて規定された「深く専門

の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成すること」である。また専攻科課程については学則第28条に「専攻科は，高

等専門学校の基礎の上に，精深な程度において工学の高度な専門的知識と技術を教授し，その研究を指導することを目

的とする。」と規定されている。 

１．２ 教育方針 

本校の教育方針は，教育理念にもあるとおり第一に学生が自分自身の将来を考え自分の意思で勉強すること（自主

自立の精神），第二に教科書やこれまで他人が行った研究を参考に自分で考えて「なぜ」に答えていくこと（真理の

探究），第三に「社会のために科学技術をどう使うべきか」という基本的な考え方（科学倫理の尊重），を身につけ

させることである。 

本校の教育目標は次のとおり定めている。 

(1) 工学全般の基礎知識を有し，技術力に優れたグローバルエンジニアの育成 

(2) 広い視野を有し，将来，研究・開発をリードする能力を備えた人材の育成 

(3) 人・地球との共生の精神を有した人材の育成 

 

２ 達成しようとしている基本的な成果   

準学士課程 

豊かな教養と，専門の工業技術の知識を身に付けた実践的技術者 

専攻科課程 

幅広い豊かな教養と，工学の高度な専門的知識を有する創造的技術者 

 

３ 学科及び専攻科ごとの目的 

３．１ 準学士課程 

※専門４学科の目的 

(1) 機械工学科 

機械工学は，工業技術のあらゆる部門の発展を支える基礎的な学問であり，技術革新が進む中でますます重要とな

っている。機械工学科は，機械工学の専門について深くその理論を教授するとともに，設計製図・機械工学実験・機

械工作実習を通して，実践的機械技術者として将来工業の各分野でその要望に応えることができるよう自主開発能力

を高めた人材の育成を目標としている。 

 

(2) 電気工学科 

電気工学は電力，電子，情報通信，計測制御，材料などの幅広い分野を通して産業を根幹から支えている。これら

の分野は相互に密接に結びついており，いずれかの分野の専門技術者として業務に従事し活躍するには各分野の基本

をしっかりと身につけておく必要がある。電気工学科では講義・演習，実験・実習を通して電気工学各分野の基本を

総合的かつ実践的に学ぶ。さらに選択科目や卒業研究により専門知識と応用技術を身につけ，自己の適性に合った分

野の職業や大学に進む能力を養成する。電気工学の各分野において将来にわたって技術を支え発展させることのでき

る人材の育成を目標としている。 
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(3) 物質工学科 

物質工学科は化学の力やバイオテクノロジーで新しい物質を作り出すうえでの基礎的な知識や技術について学ぶ学

科である。1,800 万種類という膨大な数の物質が知られ，また用いられている現代社会においては，物質の性質や構

造および機能を学び研究することは非常に重要である。物質工学科では実験を重視した教育を行っており，実験技術

に優れ，先端機器による分析やコンピューターによるデータ処理等を活用して，新しい機能を持つ物質を開発できる

人材の育成を目標としている。 

 

(4) 環境材料工学科 

環境材料工学科は，環境と調和した材料工学について，その基礎的知識や技術を学ぶ学科である。これからの工学

では人・地球との共生を抜きにした技術開発は不可能である。特に近年の材料工学では，この観点から環境負荷の小

さい材料，すなわち製造プロセスにおける省エネルギー化，有害物質による汚染の危険性がない材料，ならびにリサ

イクルの容易な材料が求められており，環境材料工学科ではこの点を特に重視した材料工学，すなわちエコマテリア

ル的な材料工学に携わる創造的な人材の育成を目標としている。 

 

※専門４学科共通の授業科目で編成される一般科目の目的 

一般科目は，国語・歴史・体育等の科目を通して豊かな教養と健康な体を持った健全な人間形成をすること，英語

・ドイツ語を通して外国やその文化を理解するとともに，将来国際社会で活躍できる素養を養うこと，数学・物理学

・化学等を通して工学を学ぶための基礎知識を教授することを目的としている。また特別活動では，学級担任とのコ

ミュニケーション，親睦と健康のためのスポーツ，教養を高めるための講演会等を通して他の授業で得られない面を

補い，個性の伸張を図ることを目的としている。 

 

３．２ 専攻科課程 

準学士課程で修得した基礎学力をベースとして，それぞれのより高度な専門科目を学習するとともに，演習，実験，

研究を通じてこれらを修得し，自主的に新技術が開発できる技術者を育成する。また学科を越えた専門および一般科

科目を学習・修得し，それらを融合した複眼的な広い視野を有し，学際的分野における問題点の抽出能力と問題解決

能力を備えた技術者を育成する。さらに，技術が社会や自然に及ぼす影響を考慮し，人や地球との共生の精神を有し，

技術者倫理を尊重できる創造的技術者を育成する。 

 

(1) 機械・電気システム工学専攻 

機械工学科・電気工学科で修得した基礎学力をベースとして，それらを高度化するのみならず，解析力を高めるた

めの応用解析学やシミュレーション工学，機械・電気エネルギーシステム設計に必要な計測・制御，エネルギー変換

工学，学際領域であるロボット工学等を修得する。また機械・電気システム，メカトロニクス等の分野を含む教育研

究体系を整え，開発能力を有した創造的技術者を育成する。 

 

(2) 機能材料工学専攻 

物質工学科・環境材料工学科で修得した基礎学力をベースとして，それらを複合化するのみならず，基礎的解析力

を高めるための物質構造論，新素材及び機能性材料の開発に必要な材料プロセス工学，材料機能学等を修得する。ま

た，学際領域である材料反応工学，機能性高分子材料等の分野を含む教育研究体系を整え，開発能力を有した創造的

技術者を育成する。 
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III 選択的評価事項Ａ   研究活動の状況 

 

１ 選択的評価事項Ａ「研究活動の状況」に係る目的 

 

 高等専門学校は設置当初から実践的な技術者育成を目標に掲げてきた。一方，2004年４月に独立行政法人化され，教

育と研究が一体化された「教育研究」が本務の一つに挙げられた。高等専門学校の教育研究が実践的技術者の育成に資

するものとなるためには，独立行政法人国立高等専門学校機構法に示されているように「外部との共同研究や地域産業

界との連携」を進め，より実践的な研究成果をあげることが必要である。 

 

 本校における教育目標（養成すべき人材像）は以下のとおりである。 

(1) 工学全般の基礎知識を有し，技術力に優れたグローバルエンジニアの育成 

(2) 広い視野を有し，将来，研究・開発をリードする能力を備えた人材の育成 

(3) 人・地球との共生の精神を有した人材の育成 

 

 それを達成するために本校の研究活動の目的を以下のとおり定めた。 

(1) 地域のニーズを反映した地域企業等との協働による研究を積極的に実施し，地域に認められる高専を目指す。 

(2) 学生のグローバルな観点を養うため，環日本海を中心とした国際研究体制の充実を目指す。 

(3) 時代のニーズに応じた技術者を養成するため，より効果的な技術者育成手法の開発研究を行う。 

 

 具体的には以下のことを実行する。 

(1) 産学共同研究を活発に行うことにより，その課題に関連した卒業研究及び専攻科特別研究に取り組む学生の実

践的技術者教育を行う。 

(2) 毎年開催する本校主催のエコテクノロジーに関する国際シンポジウムに学生を参加させ，最先端の技術情報等

を提供する。 

(3) 高度な研究を行うための外部資金を導入し，直接的・間接的に研究環境・教育環境を整備する。 
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２ 選択的評価事項Ａ「研究活動の状況」の自己評価 

（１）観点ごとの分析 

観点Ａ－１－①： 高等専門学校の研究の目的に照らして，研究体制及び支援体制が適切に整備さ

れ，機能しているか。 

（観点に係る状況） 

本校の定めた研究目的である「地域に根ざした研究活動」，「環日本海を意識した研究活動」及び

「技術者育成手法の開発」を達成するために，本校では，その中心となる地域連携主事（資料Ａ－１

－①－１），その活動等を審議するための地域連携委員会（資料Ａ－１－①－２），共同研究を推進

する総合技術センター（資料Ａ－１－①－３，４）及び事務を所掌する総務課企画室研究連携第一係

（資料Ａ－１－①－５）を整備している。また学外組織として産学官協働による知的資源の創造と地

域経済の活性化に資する富山工業高等専門学校技術振興会（資料Ａ－１－①－６，７）がある。 

最初に「地域に根ざした研究活動」に対しては次の取り組みを進めている。本校では，地域産業の

活性化と教員の研究活動支援並びに外部資金獲得を目的として，以前から共同研究・受託研究等の受

入れ体制が整備（資料Ａ－１－①－８）されており，現在は国立高等専門学校機構が定めた共同研究

実施規則（資料Ａ－１－①－９），受託研究実施規則（資料Ａ－１－①－１０）及び寄付金取扱規則

（資料Ａ－１－①－１１），それを受けて本校が定めた共同研究実施規則（資料Ａ－１－①－１２）

及び受託研究実施規則（資料Ａ－１－①－１３）に基づき進めている。また平成 18 年度から，地域連

携委員会及び総合技術センターが中心となり，富山高専技術振興会会員企業及び学内教職員に対して，

より積極的に共同研究の呼びかけを行っている（資料Ａ－１－①－１４，１５）。さらに，各種の技

術交流フォーラム等にも積極的に参加し地域企業等との連携を深めるとともに（資料Ａ－１－①－１

６），地域企業が抱える技術ニーズの発掘しそれに積極的に応えることに努めている。さらに，地域

社会との研究連携を深めるために斬新なデザインの広報誌（T2 マガジン）を発行し，積極的に共同研

究や技術シーズに関する情報発信を行い，地域に根ざした富山高専を目指している（資料Ａ－１－①

－１７）。その他，平成 18 年度から３年間，全国の高専で唯一，NEDO フェロー（独立行政法人新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構による技術移転や MOT を専門とする人材育成（本校専攻科修了生））

を受入れ，本校独自の技術移転を推進する体制の整備に取り組みはじめている（資料Ａ－１－①－１

８）。 

教職員・学生が関わる研究活動で生まれた知的財産の取扱いに関する規則には，従来の富山高専発

明規則（昭和 53 年 10 月 16 日制定）を全面的に改正した富山高専知的財産権取扱規則（資料Ａ－１－

①－１９）を制定し，地域連携委員会において随時審議を行うとともに，教職員・学生に啓蒙を図り，

知的財産の活用と保護を推進する体制をとっている。 

次に「環日本海を意識した研究活動」に対しては次の取り組みを進めている。本校の活動の中で特

筆すべきことは，平成６年から毎年，全国高専で唯一国際シンポジウム「エコテクノロジーに関する

アジア国際シンポジウム」を主催し，平成18年度は13回目の開催していることである（資料Ａ－１－

①－２０）。この国際シンポジウムは，教員の研究成果の発表の場であるばかりでなく，学生の研究

成果発表と国際会議への参加という重要な役割を担っている。また，このシンポジウムを通じて，中

華人民共和国・遼寧省の東北大学，及び大韓民国・水原市の慶熙大学校と国際学術交流協定を締結し

ており（資料Ａ－１－①－２１，２２），教職員及び学生の活発な交流が行われている。平成17年度

の第12回同シンポジウムは，初の海外開催として平成17年8月28日～30日まで中国・遼寧省瀋陽市にて

開催され（資料Ａ－１－①－２３），平成19年10月には韓国水原市で開催される予定である。 
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研究支援の事務組織としては，総務課企画室研究連携第一係が，地域産業界との交流窓口と技術振

興会の窓口業務を担っており，研究活動に対する支援並びに科学研究費補助金や共同研究等の申請・

受付業務を担当している。同係では，学内への外部資金獲得のための情報を周知するとともに（資料

Ａ－１－①－２４，２５），科研費説明会（資料Ａ－１－①－２６）を開催するなど，研究活動の活

性化推進を図っている。 

第３の「技術者育成手法の開発」に対しては次の取り組みを進めている。本校では，研究活動と結

びついた地域協働型の教育として時代のニーズに応じた技術者教育の手法の研究開発を続けている。

本校では，全国の大学・高専に先駆けて，従来から問題発見解決型学習PBL(Problem/Project-Based 

Learning)をカリキュラムの中に導入しており，平成17年度からは，専攻科の学生が，地域の介護施設

や保育所，NPO等と協働で，その組織が抱える種々の問題を，自身の有する技術力により解決するとい

う新たな授業を実施している（資料Ａ－１－①－２７）。また，平成18年度からは，これらをベース

とした新しいものづくり教育に，知的財産を尊重する気持ち（知財マインド）と技術者としての倫理

観の醸成を融合させた全学的な取組が始まっており，このプログラムは，平成18年度から文科省・現

代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代ＧＰ）の認定を受けている（資料Ａ－１－①－２８）。さ

らに平成17年度より経済産業省が進めている「高専等を活用した中小企業人材育成事業」の一環とし

て富山高専では財団法人北陸経済研究所と共同で「富山県の産業活性化を担うフレッシュエンジニア

の独創性や実践力を育成するプログラム」を実施している（資料Ａ－１－①－２９）。このプログラ

ムは現在も進行中であり，本校の大きな取り組みの一つである。 
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資料Ａ－１－①－１ 校内組織規則（抄） 地域連携主事 

 

 

富山工業高等専門学校校内組織規則 

 

制定 平１６． ４． １

改正 平１７． ４． １

改正 平１８．１０．１８

改正 平１９． ４． １

 （趣旨） 

第１条 この規則は，富山工業高等専門学校学則（以下「学則」という。）第１１条の規定に基づ

き，富山工業高等専門学校（以下「本校」という。）における組織及び運営に関し必要な事項を

定める。 

 

 （教員） 

第２条 この規則で教員とは，学則第８条第１項のうち教授，准教授，講師，助教及び助手をいう。

 

 （副校長及び校長補佐） 

第３条 本校に，総務・教務担当の副校長を置き，教務主事をもって充て，校務の運営に当たると

ともに，校長を補佐する。 

２ 本校に，学生生活担当，寮務担当，地域連携・研究担当及び図書・情報・広報担当の校長補佐

を置き，それぞれ学生主事，寮務主事，地域連携主事及び図書・情報主事をもって充て，校務の

運営に当たる。 

  

（出典 本校規則集）
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資料Ａ－１－①－２ 地域連携委員会規則 

 

富山工業高等専門学校地域連携委員会規則
 

制定 平１８． ４． １
 
 （設置） 
第１条 富山工業高等専門学校における地域連携及び研究に関する重要事項を審議するため
富山工業高等専門学校地域連携委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 
 （審議事項） 
第２条 委員会は，次に掲げる事項について審議する。 
 （１）地域連携・産学官連携に関すること。 
 （２）知的財産に関すること。 
 （３）応募型外部資金に関すること。 
 （４）教職員の研究支援に関すること。 
 （５）共同研究及び受託研究に関すること。 
 （６）総合技術センターの管理・運営に関すること。 
 （７）富山工業高等専門学校技術振興会との連携に関すること。 
 （８）その他地域連携及び研究に関すること。 
 
 （組織） 
第３条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 
 （１）校長補佐（地域連携・研究担当） 
 （２）地域連携主事補 
 （３）各課長 
 （４）校長が指名する技術部職員 １名 
 （５）その他校長が必要と認めた者 
２ 前項第４号及び第５号に定める委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員
が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 
 （会議） 
第４条 委員会に委員長を置き，校長補佐（地域連携・研究担当）をもって充てる。 
２ 委員長は，必要に応じて委員会を招集し，その議長となる。 
３ 委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 
４ 委員長は，委員会における審議事項を総括調整し，校長に報告するものとする。 
 
 （意見の聴取） 
第５条 委員長は，必要に応じて委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。
 
（専門部会） 

第６条 委員会に専門的事項を調査検討するため，専門部会を置くことができる。 
２ 専門部会は，必要に応じて委員以外の者を専門部会委員として組織できるものとする。
３ 専門部会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 
 
 （庶務） 
第７条 委員会に関する事務は，庶務課において処理する。 
 
   附 則 
１ この規則は，平成１８年４月１日から施行する。 
２ 富山工業高等専門学校総合技術センター委員会規則（平成１６年４月１日制定）は，廃
止する。  

（出典 本校規則集）
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資料Ａ－１－①－３ 富山工業高等専門学校総合技術センター規則 

 

制定：平 16．4．1   

  （趣旨）  

第１条 この規則は、富山工業高等専門学校(以下「本校」という。)校内組織規則第１２条の規定

に基づき、総合技術センター（以下「センター」という。）の組織及び運営に 関し必要な事項を

定める。  

 （目的）  

第２条 センターは、本校で開発した技術や研究成果を基に、共同研究等の実施を通じ、地域企業

等との交流を支援するとともに、本校の教育研究活動の発展に資することを目 的とする。 

 （業務）  

第３条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。  

 (1) 産学連携に関すること。  

 (2) 知的財産に関すること。  

 (3) 共同研究及び受託研究等に関すること。  

 (4) 科学技術相談に関すること。  

 (5) センターにおける研究の企画及び実施に関すること。  

 (6) センターを利用する教育研究に対する支援に関すること。  

 (7) その他、センターの運営に関し必要なこと。  

 （担当教員）  

第４条 センターにセンター担当教員（以下「担当教員」という。）を置く。  

２ 担当教員は、センターの業務を処理する。  

３ 担当教員は、教員の中から校長が命ずる。  

４ 担当教員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期

は、前任者の残任期間とする。 

 （利用者）  

第５条 センターを利用することができる者は、原則として本校の職員及び学生とする。  

２ 前項に定めるもののほか、総合技術センター長が許可した者は利用することができる。  

 （その他）  

第６条 この規則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、別に定める。  

   

   附 則  

 １ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。  

 ２ 富山工業高等専門学校総合技術センター規則（平成１５年４月１日制定）は、廃止する。 

 

 

（出典 本校規則集） 
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資料Ａ－１－①－４ 富山工業高等専門学校総合技術センター委員会規則 

 

制定：平 16．4．1   

   （趣旨）  

第１条 この規則は、富山工業高等専門学校校内組織規則第２６条第２項の規定に基づき、総合技

術センター委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を 定める。 

 （審議事項）  

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。  

 （1）センターの管理運営に関すること。  

 （2）産学連携に関すること。  

 （3）知的財産に関すること。  

 （4）共同研究及び受託研究に関すること。  

 (5) 科学技術相談に関すること。  

 (6) 公開講座に関すること。  

 (7) その他、センターの業務に関すること。  

 （組織）  

第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。  

 （1）センター長  

 （2）専攻科長  

 （3）各学科及び一般科目の教員から各１名  

 （4）事務部長  

 （5）庶務課長  

 （6）技術部技術職員の中から１名  

 （7）その他，校長が必要と認めた者  

２ 前項第３号、第６号及び第７号の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が

生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会議）  

第４条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。  

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。  

３ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。  

 （委員以外の出席）  

第５条 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。  

 （専門部会）  

第６条 委員会に専門的事項を調査検討するため、専門部会を置くことができる。  

２ 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。  

 （庶務）  

第７条 委員会に関する庶務は，庶務課において処理する。  

 （その他）  

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定め

る。 

   

   附 則  

 １ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。  

 ２ 富山工業高等専門学校総合技術センター委員会規則（平成１５年４月１日制定）は、廃止す

る。 

 

（出典 本校規則集） 
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資料Ａ－１－①－５ 事務分掌細則（抄） 

 

 ５ 研究連携第一係においては，富山高専に係る次の事務をつかさどる。 

 (1) 地域連携及び産学官連携に関すること。 

  (2) 知的財産に関すること。 

 (3) 研究協力及び研究助成等に関すること。 

  (4) 共同研究及び受託研究に関すること。 

  (5) 寄附金に関すること。 

  (6) 外部の補助金及び助成に関すること。 

  (7) 在外研究員及び内地研究員に関すること。 

  (8) 公開講座及び出張講座に関すること。 

  (9) 総合技術センターに関すること。 

  (10) 所掌事務に係る調査及び報告に関すること。 

  (11) その他地域連携及び研究助成に関すること。 

 

（出典 本校規則集）
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資料Ａ－１－①－６ 富山工業高等専門学校技術振興会会則  

 

 （名 称）  

第１条 本会は，富山工業高等専門学校技術振興会と称する。  

 

 （目 的）  

第２条 本会は，富山工業高等専門学校を拠点とした研究交流を通じて，産学官協働による知的資

源の創造と地域経済の活性化に資するとともに，富山工業高等専門学校の教育に関して必要な助成

を行うことを目的とする。 

 

 （事 業）  

第３条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1) 産学官間の共同研究，研究協力の推進  

(2) 産学官の人的，情報交流の推進  

(3) 産業界の技術向上に関する支援  

(4) インターンシップの実施に関する支援  

(5) その他本会の目的を達成するために必要な事項  

   

 （会 員）  

第４条 本会は，本会の事業に賛同する法人又は個人をもって組織する。  

   

 （役 員）  

第５条 本会に次の役員を置く。  

(1) 会 長   １名  

(2) 副会長   ２名  

(3) 理 事   15 名以内  

(4) 監 事   若干名  

   

 （役員の選任及び任務）  

第６条 役員は，会員のうちから総会において選出する。  

２ 会長は，本会を代表して会務を統理し，会議を招集して議長となる。  

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代行する。  

４ 理事は，本会に関する重要事項について審議する。  

５ 監事は，本会の事務を監査する。  

６ 役員の任期は２年とし，再任を妨げない。  

７ 役員に欠員が生じた場合は，必要に応じて補充する。ただし，補充された役員の任期は，前

任者の残任期間とする。 

   

 （顧 問）  

第７条 本会に顧問を置くことができる。  

２ 顧問は，理事会の推薦により会長が委嘱する。  

３ 顧問は，会長の要請に応じ意見を述べることができる。  

   

 （特別会員）  

第８条 本会に特別会員を置くことができる。  

２ 特別会員は，本会の事業に賛同する官公庁等とする。  

３ 特別会員は，議決権を有しないものとし，会費の納入を免除する。  

   

 （総 会）  
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第９条 総会は会員で構成し，年１回開催する。ただし，会長が必要と認めたときは，臨時に開催

することができる。 

２ 総会は，本会の運営に関する重要事項を審議し，決定する。  

３ 総会は，構成員の過半数（委任状を含む。）の出席で成立する。  

４ 総会の議事は，出席者の過半数で決し，可否同数のときは議長の決するところによる。 

   

 （理事会）  

第 10 条 理事会は，役員（監事を除く。）をもって構成し，年１回開催する。ただし，会長が必要

と認めたときは，臨時に開催することができる。 

２ 理事会は，本会の運営に関する事項及び総会に付議する事項を審議し，決定する。 

３ 理事会は，構成員の過半数（委任状を含む。）の出席で成立する。 

４ 理事会の議事は，出席者の過半数で決し，可否同数のときは議長の決するところによる。 

   

 （運営経費）  

第 11 条 本会の運営経費は，会費，寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。  

２ 会費は，法人１口３万円，個人１口５千円とし，入会時及び毎年度（入会年度を除く。）の

10 月末日までに納入するものとする。 

３ 納入された会費は，原則として返還しない。  

   

 （入 会）  

第 12 条 本会に入会するときは，別紙様式１により申込みをするものとする。  

   

 （退 会）  

第 13 条 本会を退会するときは，別紙様式２により届出をするものとする。  

   

 （会計年度）  

第 14 条 本会の会計年度は，毎年 10 月１日から翌年９月 30 日までとする。  

   

 （事務局）  

第 15 条 本会の事務局は，富山工業高等専門学校内に置く。  

   

 （雑 則）  

第 16 条 本会則に定めるもののほか必要な事項は，会長が別に定める。  

   

附 則  

１ この会則は，平成 17 年 10 月 24 日から施行する。 

   

２ 会則施行後において最初に選任される役員の任期は，会則第６条第６項の規定にかかわらず，

平成 19 年９月 30 日までとする。 

   

３ 会則施行後の最初の会計年度は，会則第 14 条の規定にかかわらず，平成 17 年 10 月 24 日から

平成 18 年９月 30 日までとする。 

 

（出典 富山工業高等専門学校技術振興会資料）  

 

 

 

 

 



富山工業高等専門学校 選択的評価事項Ａ 

 - 14 -

 

資料Ａ－１－①－７（１） 富山工業高等専門学校技術振興会 役員・会員一覧 

 

富山工業高等専門学校技術振興会 役員【平成 18 年 5 月 16 日現在】 

●会 長  田中精密工業株式会社     代表取締役社長 田中 一郎 

●副会長  朝日印刷株式会社   代表取締役会長 朝日 重剛 

立山科学工業株式会社     代表取締役社長 水口 昭一郎 

●理 事  石﨑産業株式会社       代表取締役社長 石﨑 由則 

コーセル株式会社       取締役会長  飴  久晴 

株式会社スギノマシン  代表取締役社長 杉野 太加良 

第一薬品工業株式会社  代表取締役社長 石黒 龍太郎 

武内プレス工業株式会社  代表取締役社長 武内 繁和 

津根精機株式会社   代表取締役社長 津根 良孝 

藤堂工業株式会社   代表取締役社長 櫻田 喜春 

日医工株式会社   代表取締役社長 田村 友一 

阪神化成工業株式会社  代表取締役社長  高田 順一 

株式会社ユニゾーン   代表取締役社長 梅田 ひろ美 

富山工業高等専門学校同窓会  会長   石山 彰雄 

●監 事  株式会社斉藤製作所   代表取締役社長 斉藤 恵三 

ファインネクス株式会社  代表取締役社長 松田  登 

 ●顧 問  富山工業高等専門学校  前校長   宮下  尚 

 

富山工業高等専門学校技術振興会 会員【平成 18 年 10 月 27 日現在】 

【法人会員（111 法人）】(50 音順) 

○株式会社アグロジャパン北陸 ○朝日印刷株式会社 ○株式会社アライドマテリアル富山製作所 

○株式会社石金精機 ○石﨑産業株式会社 ○イワセ重機産業株式会社 

○ＳＭＫ株式会社富山事業所 ○ＳＴプロダクツ株式会社 ○株式会社エム・シー・アルミ 

○株式会社柿本商会 ○株式会社片山製薬所 ○株式会社ＫＡＮＡＹＡ 

○北日本電機産業株式会社 ○協伸熱処理工業株式会社 ○株式会社桑山 ○株式会社ＫＥＣ 

○株式会社ケーブルテレビ富山 ○株式会社廣貫堂 ○コーセル株式会社 

○金剛化学株式会社 ○株式会社斉藤製作所 ○佐藤鉄工株式会社 ○株式会社サプラ 

○株式会社サプリ ○三協立山アルミ株式会社 ○三耐保温株式会社 ○株式会社三洋化学研究所 

○株式会社シーキューブ ○株式会社シキノハイテック ○株式会社システック牛島 

○十全化学株式会社 ○株式会社スギノマシン ○第一ファインケミカル株式会社 

○第一薬品工業株式会社 ○ダイト株式会社 ○大平洋製鋼株式会社富山製造所 

○大平洋ランダム株式会社岩瀬工場 ○ダイヤモンドエンジニアリング株式会社 

○株式会社タイワ精機 ○株式会社タカギセイコー ○タカノギケン株式会社 

○株式会社高松メッキ ○武内プレス工業株式会社 ○立山科学工業株式会社 

○立山化成株式会社 ○田中精密工業株式会社 ○株式会社タマディック 

○中越合金鋳工株式会社 ○中越パルプ工業株式会社 ○株式会社チューリップテレビ 

○中部工営株式会社 ○津根精機株式会社 ○株式会社ティエイエムインターネットサービス 

○テイカ製薬株式会社 ○株式会社電元社製作所富山工場 ○株式会社電陽社 

○藤堂工業株式会社 ○東邦工業株式会社 ○東洋ガスメーター株式会社 

○株式会社東洋電制製作所 ○富山エハラポンプ販売中部機器株式会社 ○株式会社富山技研 

○株式会社富山銀行 ○富山検査株式会社 ○富山工業高等専門学校同窓会 

○富山合金株式会社 ○株式会社富山第一銀行 ○株式会社富山ハイテック 

○富山ホクリョー株式会社 ○株式会社富山村田製作所 ○株式会社トンボ飲料 

○新潟電機株式会社 ○日医工株式会社 ○日研プラント株式会社 ○ニッコー株式会社 

○日産エンジニアリング株式会社中部事業所 ○日清工業株式会社 

○日東メディック株式会社 ○株式会社日平トヤマ富山工場 
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○日本エレクトロニクスサービス株式会社 ○日本カーバイド工業株式会社 

○日本海ガス株式会社 ○日本海環境サービス株式会社 ○日本ゼオン株式会社高岡工場 

○株式会社日本抵抗器製作所 ○株式会社ハナガタ ○阪神化成工業株式会社 

○ファインネクス株式会社 ○株式会社ファブリカトヤマ福野第２工場 ○富士化学工業株式会社 

○株式会社プリテック ○北電情報システムサービス株式会社 ○株式会社北熱 

○株式会社北陸銀行 ○北陸コカ・コーラプロダクツ株式会社砺波工場 

○北陸電気工業株式会社 ○北陸電機製造株式会社 ○株式会社北陸富士 

○前田薬品工業株式会社 ○株式会社ミズノマシナリー ○三菱レイヨン株式会社富山事業所 

○株式会社名鉄トヤマホテル ○株式会社山田写真製版所 ○ユニオン産業株式会社 

○株式会社ユニゾーン ○横河電陽株式会社 ○米原商事株式会社 

○有限会社ライトスタッフ ○リードケミカル株式会社 ○株式会社リッチェル 

○菱越電機株式会社  

【個人会員】 

○落合 裕一 ○工藤 節子（東京工業高等専門学校 教授） 

○鋪田 博紀（富山市 市議会議員） ○松崎 健嗣（三井金属鉱業株式会社総合研究所） 

○丸山 治久（富山市 市議会議員） ○餅川 昭二（ワシマイヤー株式会社） 

 

（出典 富山工業高等専門学校技術振興会資料）  
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資料Ａ－１－①－７（２） 富山工業高等専門学校技術振興会 平成１８年度 事業計画  

 

 
（出典 富山工業高等専門学校技術振興会資料） 
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資料Ａ－１－①－８ 共同研究・受託研究等の受入れ体制が整備 

 

（出典 本校 Web サイト）

http://www.toyama-nct.ac.jp/syomu/kyoudou/kyoudou.html
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http://www.toyama-nct.ac.jp/syomu/kyoudou/jyutaku.html

 
（出典 本校 Web サイト）

http://www.toyama-nct.ac.jp/syomu/kyoudou/syougakukihukin.html
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資料Ａ－１－①－９ 国立高等専門学校機構が定めた「共同研究実施規則」 

 

独立行政法人国立高等専門学校機構共同研究実施規則

独立行政法人国立高等専門学校機構規則第４６号

平成１６年４月１日

（目的）

この規則は，独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という ）が独第１条 。

立行政法人国立高等専門学校機構法（平成１５年法律第１１３号）第１２条第１項第

３号の規定により行う機構以外の者と共同して行う研究（以下「共同研究」という ）。

についてその方針を定め，もって業務の適正な運営に資することを目的とする。

（共同研究契約）

理事長は，機構以外の者と共同研究を行うことが有益であり，かつ，共同研究を第２条

行おうとする者が当該共同研究を行うために十分な技術的能力及び経理的基礎を有す

るときは，共同研究の実施を決定するものとし，契約担当役は，理事長の承認に基づ

き，当該共同研究を行おうとする者と共同研究に関する契約（以下「共同研究契約」

という ）を締結するものとする。。

２ 前項の共同研究契約を締結しようとするときは，共同研究契約書において，次の事項

を定めるものとする。

（１）共同研究の課題

（２）共同研究の内容に関する事項

（３）共同研究を実施する場所及び方法に関する事項

（４）共同研究の実施の期間及び解除に関する事項

（５）共同研究に要する費用の分担に関する事項

（６）共同研究の結果の取扱いに関する事項

（７）共同研究の結果が知的財産権の対象となったときのその帰属に関する事項

（８）その他必要な事項

（共同研究受入審査機関）

理事長は，機構以外の者と共同研究を行わせるときは，機構内に設置する受入審第３条

査機関等の意見を聴くこととする。

（共同研究の費用の分担）

共同研究の費用は 共同研究の分担に応じ 機構及び共同研究を行う者 以下 共第４条 ， ， （ 「

同研究実施者」という ）が，それぞれ分担するものとする。ただし，共同研究を遂行。

するに当たり，当事者の一方について著しく負担となる費用については，両者で協議

して定める。

（研究員の派遣）

機構及び共同研究実施者が，共同研究を実施するに際し，適当と認める場合は，第５条

相互に研究員を派遣することができる。

（共同研究の中止）

理事長は，共同研究実施者が，天災地変その他やむを得ない事由があるため，共第６条

同研究の遂行が困難となったときは，協議のうえ，当該共同研究を中止することがで
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きる。

（特許の共同出願）

， ， （ 「 」 。）第７条 理事長は 共同研究の結果 機構の役員又は教職員 以下 教職員等 という

及び共同研究実施者に属する職員が，共同して発明を行った場合，当該発明を行った

教職員等（以下「発明者」という ）及び共同研究実施者と共同して，特許出願を行わ。

なければならない。ただし，契約書において，機構が出願する旨の特段の定めをした

場合，又は共同研究実施者及び発明者が，その特許を受ける権利の全てを機構に承継

した場合は，この限りではない。

２ 理事長は，前項の共同出願を行おうとするときは，発明者及び共同研究実施者との間

で，当該共同出願に係る特許を受ける権利又はこれに基づく特許権に係るそれぞれの

持分を定めた共同出願契約を締結しなければならない。

（特許出願）

理事長は，共同研究の結果，教職員等が独自に発明を行った場合において，特許第８条

出願を行おうとするときは，あらかじめ共同研究実施者の同意を得なければならない。

２ 共同研究実施者は，共同研究の結果，当該共同研究実施者に属する職員が独自に発明

を行った場合において，特許出願を行おうとするときは，あらかじめ理事長の同意を

得なければならない。

（優先実施権等）

理事長は，共同研究の結果得た技術上の成果（以下「研究成果」という ）に係第９条 。

る発明につき，共同研究実施者から機構に承継された特許を受ける権利又はこれに基づ

き取得した特許権（第７条第１項の規定により理事長が特許出願を行ったもの及び次項

に定めるものを除く。以下「機構に承継された特許権等」という ）を，共同研究実施。

者又は共同研究実施者の指定する者に限り，共同研究実施者又は共同研究実施者の指定

する者との間で締結する当該機構に承継された特許権等の実施の許諾に関する契約の締

結の日から１０年間を限度として優先的に実施させることができる。

ただし，その実施に当たって法令の規定等により官公署の許可を必要とする場合又

はその実施による商品化に長期間を要する場合であって，当該優先的実施の期間（以

「 」 。） ， ，下 優先実施期間 という を延長することが 特に必要であると認められる場合は

理事長は，当該許可に要した期間に相当する期間又は当該商品化に要する期間につい

て，３年間を限度として，優先実施期間を延長することができる。

２ 理事長は，研究成果に係る発明につき機構及び共同研究実施者の共有に係る特許を受

（ 「 」 。） ，ける権利又はこれに基づき取得した特許権 以下 共有に係る特許権等 という を

共同研究実施者の指定する者に限り，共同研究実施者の指定する者との間で締結する

当該共有に係る特許権等の実施の許諾に関する契約の締結の日から１０年間を限度と

して優先的に実施させることができる。

ただし，その実施に当たって法令の規定等により官公署の許可を必要とする場合又

はその実施による商品化に長期間を要する場合であって，当該優先実施期間を延長す

ることが特に必要であると認められる場合は，理事長は，当該許可に要した期間に相

当する期間又は当該商品化に要する期間について，３年間を限度として優先実施期間

を延長することができる。
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３ 前２項の場合において，機構に承継された特許権等又は共有に係る特許権等が機構と

発明者との共有に係るものであるときは，理事長は，あらかじめ発明者の同意を得る

ものとする

４ 理事長は，機構に承継された特許を受ける権利に基づく特許権又は機構が承継した特

許権については，共同研究契約の定めるところにより，一定期間は，共同研究実施者

又はその指定する者に限り専用実施権を設定することができるものとする。

５ 理事長は，第１項，第２項及び前項の規定にかかわらず，農業に関する技術の向上そ

の他の公共の利益（以下「公共の利益」という ）の観点から必要があると認められる。

ときは，その理由を明示した上で優先実施期間の短縮，若しくは優先的実施の許諾又

は専用実施権の設定を取り消すことができる。

（第三者に対する実施の許諾）

理事長は，共同研究実施者又は共同研究実施者の指定する者が機構に承継され第１０条

た特許権等を前条に定める優先実施期間の第２年次以降において正当な理由なく実施

しないときは，共同研究実施者及び共同研究実施者の指定する者以外の者（以下「第

三者」という ）に対し当該権利の実施を許諾することができる。。

２ 前項の規定は，共同研究実施者の指定する者が共有に係る特許権等を優先実施期間の

第２年次以降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。

３ 理事長は，前条第１項の規定により共同研究実施者又は共同研究実施者の指定する者

に優先実施権を付与した場合において，当該優先実施権を付与したことが公共の利益

を著しく損うと認められるときは，優先実施期間中においても第三者に対し当該権利

の実施を許諾することができる。

４ 理事長は，第三者が共有に係る特許権等を実施できないことが公共の利益を著しく損

うと認められるときは，第三者に対し当該権利の実施を許諾することができる。

５ 前各項の場合において，機構に承継された特許権等又は共有に係る特許権等が機構と

発明者との共有に係るものであるときは，理事長は，あらかじめ発明者の同意を得る

ものとする。

６ 理事長は，第２項及び第４項の規定により第三者に対し共有に係る特許権等の実施を

許諾しようとするときは，共同研究実施者に対し，あらかじめ通知するものとするが，

共同研究実施者の同意を要しない。

（規定の準用）

第７条から前条までの規定は，共同研究に係る実用新案登録を受ける権利及び第１１条

実用新案権並びに意匠登録を受ける権利，意匠権等について準用する。

２ 第９条及び前条の規定は，著作権（プログラム及びデータベースに限る）について準

用する。

（実施細則）

この規則に定めるもののほか，共同研究の実施に関し必要な事項は，別に定め第１２条

る。

附 則

（施行期日）

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。
 

（出典 高専機構規則）
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資料Ａ－１－①－１０ 国立高等専門学校機構が定めた「受託研究実施規則」 

 

独立行政法人国立高等専門学校機構受託研究実施規則

独立行政法人国立高等専門学校機構規則第４７号

平成１６年４月１日

（目的）

この規則は，独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という ）が独第１条 。

（ 。 「 」 。）立行政法人国立高等専門学校機構法 平成１５年法律第１１３号 以下 法 という

第１２条第１項第３号の規定により行う業務の受託（以下「受託研究等」という ）に。

ついて，その取扱いの方針を定め，もって，業務の適正な運営に資することを目的と

する。

（受託契約）

理事長は，機構以外の者から研究等について依頼があった場合には，当該研究等第２条

が法第３条に規定する機構の目的に沿ったものであるか検討の上，当該研究等を行う

ことが適当と判断された場合には，受託研究等の実施を決定するものとし，契約担当

役は，理事長の承認に基づき当該研究等を委託する者（以下「委託者」という ）と当。

該研究等の受託に関する契約（以下「受託契約」という ）を締結するものとする。。

２ 前項の受託契約を締結しようとするときは，受託契約書において次の事項を定めるも

のとする。

（１）研究等の課題

（２）研究等の内容に関する事項

（３）研究等を実施する場所及び方法に関する事項

（４）研究等の期間及びその解除に関する事項

（５）受託に係る研究等の結果の報告に関する事項

（６）受託費の額並びに支払いの時期及び方法に関する事項

（７）受託した研究等の結果の取扱方法及びその結果が知的財産権の対象となったときの

その帰属に関する事項

（８）その他必要な事項

（受託研究受入審査機関）

理事長は，機構以外の者と受託研究等を行わせるときは，機構内に設置する受入第３条

審査機関等の意見を聴くこととする。

（受託料の納付時期及び方法）

委託者は，受託契約の締結後，遅滞なく，当該契約に定める契約金額を納付する第４条

ものとする。

２ 前項の契約金額の納付は，原則として研究等の開始の前とし，納付の方法は，銀行振
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り込みによることを原則とする。

３ 第１項の規定は，受託契約の変更により第１項の契約金額が増加した場合における当

該増加額について準用する。

４ 機構は，受託契約の変更により第１項の契約金額が減少した場合には，当該減少額を

委託者に返還するものとする。

（研究等の中止）

理事長は，機構の業務に支障があるため又は天災その他やむを得ない事由がある第５条

ため，受託研究等の継続が困難となったときは，委託者と協議の上，当該受託研究等

を中止することができる。

（特許権等の帰属）

受託研究等の結果，機構の役員又は教職員（以下「教職員等」という ）が発明第６条 。

を行ったときは，その発明に係わる特許を受ける権利は当該教職員等が取得するもの

とし，当該権利又はそれに基づく特許権は，機構が承継するものとする。

２ 機構は，当該受託研究等の実施に対する委託者の貢献の度合いが特に大であると認め

られるときは，前項により機構に承継された特許を受ける権利又はそれに基づく特許

権を委託者と共有することができる。

（優先実施権等）

理事長は，前条第１項の規定により理事長が承継した特許を受ける権利又はこれ第７条

に基づき取得した特許権（以下「機構に承継された特許権等」という ）を委託者又は。

委託者の指定する者に限り，委託者又は委託者の指定する者との間で締結する機構に

承継された特許権等の実施の許諾に関する契約の日から１０年を越えない範囲内にお

いて優先的に実施させる（以下「優先実施権」という ）ことができる。ただし，その。

実施に当たって法令の規定等により官公署の許可を必要とする場合又はその実施によ

る商品化に長期間を要する場合であって，当該優先的実施の期間を延長することが特

に必要であると認められる場合は，当該許可に要した期間に相当する期間又は当該商

品化に要する期間について，３年間を限度として優先的実施の期間を延長することが

できる。

２ 理事長は，前条第２項の規定により委託者と共有した特許を受ける権利又はこれに基

づき取得した特許権（以下「共有に係る特許権等」という ）を，委託者の指定する者。

に限り，委託者の指定する者との間で締結する当該共有に係る特許権等の実施の許諾

に関する契約の日から１０年を越えない範囲内において優先的に実施させることがで

きる。ただし，その実施に当たって法令の規定等により官公署の許可を必要とする場

合又はその実施による商品化に長期間を要する場合であって，当該優先的実施の期間

を延長することが特に必要であると認められる場合は，当該許可に要した期間に相当

する期間又は当該商品化に要する期間について，３年間を限度として優先的実施の期

間を延長することができる。
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３ 理事長は，前条第１項の規定により機構に承継された特許を受ける権利に基づく特許

権又は機構が承継した特許権については，受託契約の定めるところにより，一定期間

は，委託者又はその指定する者に限り専用実施権を設定することができる。

（第三者に対する実施の許諾）

理事長は，委託者又は委託者の指定する者が，機構に承継された特許権等を前条第８条

に定める優先的実施の期間（以下「優先実施期間」という ）の第２年次以降において。

正当な理由なく実施しないときは，委託者及び委託者の指定する者以外の者（以下「第

三者」という ）に対し，当該権利の実施を許諾することができる。。

２ 前項の規定は，委託者の指定する者が共有に係る特許権を優先実施期間の第２年次以

降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。

３ 理事長は，前条第１項の規定により委託者又は委託者の指定する者に優先実施権を付

与した場合において，当該優先実施権を付与したことが公共の利益を著しく損なうと

認められるときは，優先実施期間中においても，第三者に対し当該機構に承継された

特許権等の実施を許諾することができる。

４ 理事長は，第三者が共有に係る特許権等を実施できないことが公共の利益を著しく損

なうと認められるときは，第三者に対し当該機構に承継された特許権等の実施を許諾

することができる。

５ 理事長は，第２項及び第４項の規定により第三者に対し共有に係る特許権等の実施を

許諾しようとするときは，特許法第７３条第３項の規定にかかわらず，単独で当該権

利の実施を許諾することができる。ただし，理事長は，第三者に対し実施を許諾した

ときは，その旨を委託者に通知するものとする。

（規定の準用）

第７条及び前条の規定は，受託研究等に係る実用新案登録を受ける権利及び第９条

実用新案権並びに意匠登録を受ける権利，意匠権及び著作権等について準用する。

（細則）

この規則に定めるもののほか，受託研究等に関し必要な事項は，別に定める。第１０条

附 則

（施行期日）

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

 

（出典 高専機構規則）
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資料Ａ－１－①－１１ 国立高等専門学校機構が定めた「寄付金取扱規則」 

 

独立行政法人国立高等専門学校機構寄附金取扱規則

独立行政法人国立高等専門学校機構規則第４５号

平成１６年４月１日

（目的）

この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という ）にお第１条 。

ける寄附金の取扱についてその方針を定め、もつて業務の適正な運営に資することを目

的とする。

（定義）

この規則において「寄附金」とは、機構における業務を支援することを目的とす第２条

る寄附金で、次の各号に掲げる経費に充てるべきものをいう。

一 学生に貸与又は給与する学資

二 学生に貸与又は給与する図書、機械装置、器具及び標本等の購入費

三 学術研究に要する経費

四 教育研究の奨励を目的とする経費

五 管理・運営の支援を目的とする経費

六 前各号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める経費

（権限の委任）

理事長は、この規則における権限の一部を、各学校の校長に委任することができ第３条

るものとする。

寄附の申込み）（

寄附金の申し込みは、寄附金申込書（別紙様式第１号）によるものとする。第４条

受入審査機関）（

理事長は、寄附金を受けるときは、機構内に設置する受入審査機関等の意見を聴第５条

くこととする。

受入れの決定）（

理事長は、第４条に規定する寄附金申込書の提出があつたときは、教育上有意義第６条

であり、かつ、本来の教育研究及び寄附の条件に支障がないと認めた場合に限り、当該

寄附金の受入れを決定するものとする。

２ 前項による受入れを決定するときは、第２条の規定による経費の使途を明らかにしな

ければならない。

受入れの制限）（

寄附金を受入れようとする場合において、次の各号に掲げる条件が附されている第７条

ものは、受入れることができないものとする。

一 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。

二 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著

作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
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三 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。

四 寄附申込み後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことがで

きること。

五 その他理事長が特に教育研究上支障があると認める条件。

２ 前項に掲げるもののほか、地方公共団体からの寄附にかかるものについては、受入れ

ることはできないものとする。ただし、地方財政再建促進特別措置法（昭和３０年法律

第１９５号）第２４条第２項の規定に基づき、当該地方公共団体が総務大臣の同意を得

たものを除く。

受入れ通知）（

理事長は、寄附金の受入れの決定をしたときは、寄附金受入通知書（別紙様式第第８条

２号）を当該寄附者に送付するとともに、機構会計規則（平成１６年独立行政法人国立

高等専門学校機構会計規則）第８条第１項に規定する出納命令役にその旨を通知するも

のとする｡

（受入れ）

出納命令役は、寄附金の受入れについて適当であると認めたときは、直ちにこれ第９条

を受入れるものとする。

２ 前項により受入れた寄附金が、現金であるときは直ちに、有価証券であるときは当該

有価証券について利子の支払又は償還があつたときに当該現金又は支払若しくは償還に

係る現金を徴収する処置をとらなければならない。

（使途変更等）

理事長は、寄附金を受入れたときは、その示された使途に使用しなければなら第１０条

ない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、寄附金の使途変更等を行なうことがで

きるものとする。

一 寄附目的が達せられ、残額が千円未満となったものを他の使途に使用する場合。

二 研究担当者が、機構教職員就業規則（平成１６年独立行政法人国立高等専門学校機

構教職員就業規則（以下「就業規則」という ）第１４条により、機構が設置する。）

学校へ配置換等となつたため、当該学校の校長の同意を得て、寄附金を移し換える場

合。

三 研究担当者が、国立大学法人等へ転籍等となつた場合には、寄附者及び当該国立大

学法人等の長の同意を得て、寄附金を移し替える場合。

（寄附金の保管等）

寄附金は、理事長が指定する取引金融機関等に預託しなければならない。この第１１条

場合において、預託により生じた利子は、寄附金の増加に充てるものとする。

２ 前項の利子において、異なつた使途の寄附金を二種以上保管し、同一口座に預託して

いる場合における利子の配分については、預託金有高により按分する等適宜分割してそ

れぞれ寄附金の増加に充てるものとする。

附 則

（施行期日）

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。
 

（出典 高専機構規則）
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資料Ａ－１－①－１２ 本校が定めた共同研究実施規則 

 

 

富山工業高等専門学校共同研究実施規則 
 

制定  平成 18 年 4 月 1 日

 
（趣旨） 

第１条 富山工業高等専門学校（以下「本校」という。）における民間機関等との共同研究の

実施については，独立行政法人国立高等専門学校機構共同研究実施規則に定めるもののほか

この規則に定めるところによる。 
 
（定義） 

第２条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。

 (1) 民間機関等 民間等外部の機関をいう。 
 (2) 共同研究 
  ア 本校における共同研究 

本校において，民間機関等から研究者及び研究経費等を受入れて，本校の教職員が当

該民間機関等の研究者と共通の研究課題について共同して行う研究をいう。 
  イ 本校及び民間機関等における共同研究 

本校及び民間機関等において，共通の研究課題について分担して行う研究で，本校に

おいて民間機関等から研究者及び研究経費等又は研究経費等のみを受け入れるものを

いう。 
 (3) 研究担当者 前号に規定する共同研究を行う本校教職員及び民間機関等の研究者をい

う。 
 (4) 研究代表者 研究担当者のうち，当該共同研究の代表者となる本校教職員をいう。 
 (5) 民間等共同研究員 研究担当者のうち，民間機関等において現に研究業務に従事してお

り，共同研究のために在職のまま本校に派遣される者をいう。 
 
（共同研究の申請） 

第３条 共同研究の申請をしようとする民間機関等は，共同研究申請書（別紙第１号様式）を

校長に提出するものとする。 
２ 研究代表者は，当該民間機関等と協議した上，共同研究実施計画書（別紙第２号様式）を

校長に提出するものとする。 
 
（受入れの決定） 

第４条 共同研究の受入れは，富山工業高等専門学校地域連携委員会の議を経て，校長が決定

するものとする。 
２ 前項の受入れについては，共同研究を行うことが教育研究上有意義であり，かつ，本来の

教育研究に支障がないと認められる場合に限るものとする。  
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（受入れ決定の通知） 
第５条 校長は，共同研究の受入れを決定したときは，共同研究受入決定通知書（別紙第３号

様式）により申請者に通知するとともに，契約担当役及び研究代表者にその旨通知するもの

とする。 
 
（契約の締結） 

第６条 契約担当役は，前条の通知を受けたときは，共同研究契約書により契約を締結しなけ

ればならない。 
２ 契約担当役は，契約を締結したときは，速やかに校長に報告するとともに，研究代表者に

通知するものとする。 
 
（研究料） 

第７条 本校は，民間機関等と民間等共同研究員を受け入れる共同研究契約を締結した場合は

直ちに研究料を徴収するものとする。 
２ 前項の研究料の額は，民間等共同研究員１人につき年額 420,000 円とし，月割計算はし

ないものとする。 
３ 同一年度内において，研究期間を延長する場合は，同一の民間等共同研究員に係る研究料

は徴収しない。 
４ 納付された研究料は，返還しない。 
 
（共同研究に要する経費） 

第８条 本校は，本校の施設・設備を共同研究の用に供すると共に当該施設・設備の維持・管

理に必要な経常経費等を負担するものとする。 
２ 民間機関等は，前項により本校が負担するもののほか，共同研究遂行上特に必要となる謝

金，旅費，消耗品費，光熱水料等の直接経費（以下「直接経費」という。）を負担するもの

とする。 
３ 共同研究を円滑に遂行するため，前項の規定にかかわらず，本校において直接経費の一部

を負担することができる。 
 
（共同研究における設備等の取扱い等） 

第９条 直接経費により，研究の必要上新規に取得した設備等の所有権は，本校に帰属するも

のとする。 
２ 共同研究の遂行上必要な場合は，民間機関等からその所有に係る設備を受け入れることが

できるものとする。 
３ 研究担当者は，民間機関等の所有する特定の設備を使用することが必要であり，かつ，当

該設備を本校に搬入することが困難な場合，研究上必要最小限の期間，校長の許可を得て，

当該設備を所有する施設において研究を行うことができるものとする。 
４ 校長は，前項の許可の申請があった場合は，当該研究担当者に対し出張を命じ，研究に従 
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事させるものとする。 
 
（共同研究の中止等） 

第 10 条 研究代表者は，天災その他やむを得ない事由により当該共同研究を中止し，又はそ

の期間を延長する必要が生じた場合は，共同研究中止・延長申出書（別紙第４号様式）によ

り直ちに校長にその旨を申し出るものとする。 
２ 校長は，前項の申出により，共同研究の遂行上やむを得ないと認めた場合は，これを中止

又は期間を延長することを決定し，その旨を契約担当役に通知するものとする。 
３ 契約担当役は，前項の通知を受けたときは，直ちに申請者と協議し，契約の解除又は契約

の変更を行うものとする。 
 
（共同研究の完了） 

第 11 条 研究代表者は，当該共同研究が完了したときは，共同研究完了報告書（別紙第５号

様式）を作成し，校長に提出するものとする。 
 
（研究成果の公表） 

第 12 条 校長は，民間機関等と公表の時期，方法等について協議した上で，共同研究による

研究成果を公表することができる。 
 
（証明書等の交付） 

第 13 条 校長は，民間機関等の長からの願い出があった場合は，共同研究に関する必要な証

明書を交付することができる。 
 
（雑則） 

第 14 条 この規則に定めるもののほか，共同研究の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。

 
附 則 

１ この規則は，平成 18 年４月１日から施行する。 
２ 富山工業高等専門学校共同研究規則（平成 10 年４月１日制定）は，廃止する。  

（出典 本校規則集）
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資料Ａ－１－①－１３ 本校が定めた受託研究実施規則 

 

  

富山工業高等専門学校受託研究実施規則 

 

制定  平成１８年４月１日 

 

（趣旨） 

第１条 富山工業高等専門学校（以下「本校」という。）における受託研究の実施については，

独立行政法人国立高等専門学校機構受託研究実施規則に定めるもののほか，この規則の定め

るところによる。 

 

（定義） 

第２条 この規則において「受託研究」とは，外部からの委託を受けて行う研究であって，こ

れに要する経費を委託者が負担するものをいう。 

 

（受入れの条件） 

第３条 受託研究の受入れに当たっては，次の各号に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 委託者が一方的に受託研究を中止することができないこと。 

(2) 受託研究に要する経費は，当該研究の開始前に納付すること。 

(3) 委託者が納付した受託研究に要する経費は，返還しないこと。 

(4) 受託研究に要する経費により取得した設備等は，委託者に返還しないこと。 

(5) やむを得ない理由により受託研究を中止し，又はその期間を延長する場合においても本

校はその責を負わないこと。 

(6) 受託研究の結果，知的財産権等の権利（特許権，実用新案権，意匠権及び商標権並びに

これらの権利を受ける権利をいう。）が生じた場合には，これを委託者に無償で使用させ，

又は譲与することができないこと。 

(7) その他必要と認める条件 

２ 本校は，やむを得ない理由により受託研究を中止した場合において特に必要があると認め

るときは，前項第３号の規定にかかわらず不用となった経費の額の範囲内において，その経

費の全部又は一部を返還することができる。 

３ 委託者が国の機関若しくは公社，公庫，公団等政府関係機関又は地方公共団体であるとき

は，第１項第２号及び第４号の条件を付さないことができる。 

 

（受託研究の申込み） 

第４条 受託研究の申込みをしようとする者は，受託研究申込書（別紙第１号様式）を校長に

提出するものとする。 

２ 受託研究を担当する教職員（以下「研究担当者」という。）は，当該委託者と協議した上，

受託研究実施計画書（別紙第２号様式）を校長に提出するものとする。 

 

（受入れの決定） 

第５条 受託研究の受入れは，富山工業高等専門学校地域連携委員会の議を経て，校長が決定

するものとする。 

２ 前項の受入れについては，受託研究を行うことが教育研究上有意義であり，かつ，本来の  
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教育研究に支障がないと認められる場合に限るものとする。 

 

（受入れ決定の通知） 

第６条 校長は，受託研究の受入れを決定したときは，受託研究受入決定通知書（別紙第３号

様式）により委託者に通知するとともに，契約担当役及び研究担当者にその旨通知するもの

とする。 

 

（契約の締結） 

第７条 契約担当役は，前条の通知を受けたときは，受託研究契約書により契約を締結しなけ

ればならない。 

２ 契約担当役は，契約を締結したときは，速やかに校長に報告するとともに，研究担当者に

通知するものとする。 

 

（受託研究の中止等） 

第８条 研究担当者は，天災その他やむを得ない事由により当該受託研究を中止し，又はその

期間を延長する必要が生じた場合は，受託研究中止・延長申出書（別紙第４号様式）により

直ちに校長にその旨を申し出るものとする。 

２ 校長は，前項の申出により，受託研究の遂行上やむを得ないと認めた場合は，これを中止

し，又は期間を延長することを決定し，その旨を契約担当役に通知するものとする。 

３ 契約担当役は，前項の通知を受けたときは，直ちに委託者と協議し，契約の解除又は契約

の変更を行うものとする。 

 

（受託研究の完了） 

第９条 研究担当者は，当該受託研究が完了したときは，受託研究完了報告書（別紙第５号様

式）を作成し，校長に提出するものとする。 

２ 委託者への受託研究成果の報告は，校長の承認を得た上で，研究担当者が行うものとする。 

 

（研究成果の公表） 

第10条 校長は，民間機関等と公表の時期，方法等について協議した上で，受託研究による研

究成果を公表することができる。 

 

（雑則） 

第11条 この規則に定めるもののほか，受託研究の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

 

   附 則 

１ この規則は，平成18年４月１日から施行する。 

２ 富山工業高等専門学校受託研究取扱規程（昭和46年５月１日制定）は，廃止する。  

（出典 本校規則集）
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資料Ａ－１－①－１４ 共同研究の募集案内 

 

 

 
 

（出典 技術振興会資料） 
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資料Ａ－１－①－１５ 共同研究受入一覧（平成１８年度） 

 

 

番号 研究題目 研究期間 委託者（相手方） 受入金額（円）

燐酸セッコウ中フッ素の固定化に 平成18年5月11日
1 関する実用化研究 ～ 日本燐酸（株） 200,000円

平成19年3月31日
環境中無機物質に関する調査 平成18年5月17日

2 研究 ～ 日本海環境サービス（株） 400,000円
平成19年3月31日

除湿機の効率良い水分吸着脱 平成18年5月31日
3 着技術の研究 ～ 象印マホービン（株） 700,000円

平成19年3月20日
雪氷層による超音波・電波の反 平成18年6月10日

4 射・透過特性評価 ～ 新潟電機（株） 500,000円
平成19年3月31日

Pt合金の凝固プロセスの解明と 平成18年6月20日
5 組織改善 ～ （株）桑山 100,000円

平成19年3月31日
平成18年6月21日

6 マルチピッチねじの開発 ～ （株）今仙電機製作所 1,920,000円
平成19年3月31日

ネットワーク型スペクトラルイメージ 平成18年6月28日
7 ロギングシステムの改良と画像処理 ～ ・（独）農業環境技術研究所 ―――

による農業環境モニタリングへの応 平成20年3月31日 ・富山県農業技術センター
用に関する研究
路面積雪状況による災害被害軽減 平成18年6月28日

8 システムの開発 ～ （独）防災科学技術研究所 ―――
平成19年3月31日

構造物の表面性状に関する画像解 平成18年7月26日
9 析システムの開発 ～ 富山検査（株） 100,000円

平成19年3月31日
雪氷層の破断音に関する測定シス 平成18年8月5日

10 テムの開発 ～ 日本ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｻｰﾋﾞｽ（株） 50,000円
平成19年3月31日

世界規模の炭素循環のための天然 平成18年8月26日
11 ゴムを原料とする有機材料の創製 ～ 長岡技術科学大学 100,000円

平成19年3月31日
耐熱・耐環境ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞの微構造定 平成18年8月26日

12 定量化手法の開発とﾏﾙﾁｽｹｰﾙ強 ～ 長岡技術科学大学 140,000円
度評価手法開発への展開 平成19年3月31日
環境調和型セッコウリサイクル技術 平成18年9月1日

13 の開発 ～ チヨダウーテ（株） 400,000円
平成19年3月31日

有機電解法による第２級アルコール 平成18年9月26日
14 化合物の酸化法の開発 ～ 立山化成（株） 150,000円

平成19年3月31日
アルミ蒸着包装材検知・分離装置 平成18年9月30日

15 の開発 ～ （株）プリテック 150,000円
平成19年3月31日

円筒深絞り加工における最適加工 平成18年10月3日
16 条件の解析 ～ 藤堂工業（株） 150,000円

平成19年3月31日
錫メッキ品の熱処理条件と拡散層 平成18年10月6日

17 の変化及び機械的強度の評価 ～ ファインネクス（株） 500,000円
平成19年3月31日

新規フッ素固定材料を用いたフッ素 平成18年10月17日
18 汚染土壌の新規処理技術の開発 ～ （株）アグロジャパン北陸 150,000円

平成19年3月31日
常温ガラスコート応用技術に関する 平成18年10月11日

19 研究 ～ 三耐保温（株） 50,000円
平成19年3月31日
平成18年10月20日 富山エハラポンプ販売中部

20 防錆、防蝕、光遮断（保温）塗料開発 ～ 機器（株） 150,000円
平成19年3月31日

小型磁気部品の高効率設計及び 平成18年11月1日
21 ロバスト設計手法の構築 ～ コーセル（株） 150,000円

平成19年3月31日
産業廃棄物のカスケード利用による， 平成18年11月16日

22 環境調和技術の構築に関する研究 ～ 石﨑産業（株） 100,000円
平成19年3月31日
平成18年12月8日

23 研削盤のびびり振動低減に関する研究 ～ （株）日平トヤマ 150,000円
平成19年3月31日

合　　計 ２３件 6,310,000円

平成１７年度同時
期受入実績

１０件 9,956,400円

環境材料工学科助教授　岡根正樹

環境材料工学科教授　丁子哲治

環境材料工学科助教授　坂本佳紀

環境材料工学科助教授　坂本佳紀

電気工学科助教授　高田英治

電気工学科助教授　高田英治

電気工学科教授　貴堂靖昭

平成１８年度共同研究受入状況一覧

研究代表者

環境材料工学科教授　丁子哲治

環境材料工学科教授　丁子哲治

物質工学科助教授　河合孝恵

平成１９年１月２５日現在

環境材料工学科教授　丁子哲治

電気工学科助教授　高田英治

機械工学科助教授　佐瀬直樹

環境材料工学科教授　丁子哲治

機械工学科教授　磯邉邦夫

電気工学科助教授　椎名　徹

物質工学科教授　川淵浩之

物質工学科助教授　畔田博文

機械工学科助教授　白川英観

環境材料工学科助教授　袋布昌幹

機械工学科教授　本江哲行

環境材料工学科教授　高廣政彦

電気工学科助教授　池田愼治

 
 

（出典 富山工業高等専門学校技術振興会資料） 
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資料Ａ－１－①－１６ 出典フォーラム一覧  

  

  

（出典 地域連携委員会資料）
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資料Ａ－１－①－１７ 富山高専技術振興会広報誌（T2マガジン） 

 

 

 
（出典 平成 18 年 9 月 26 日北日本新聞記事） 
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資料Ａ－１－①－１８ NEDOフェローの資料 

  

（出典 広報誌『T2マガジン』第１号）
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資料Ａ－１－①－１９ 富山高専知的財産権取扱規則 

 

  

富山工業高等専門学校知的財産権取扱規則 

制定  平成１８年４月１日

 
（趣旨） 

第１条 富山工業高等専門学校（以下「本校」という。）の教職員等が行った発明等の取扱い

については，独立行政法人国立高等専門学校機構知的財産権取扱規則（以下「機構知財規則」

という。）及び独立行政法人国立高等専門学校機構知的財産ポリシーに定めるもののほか，

この規則の定めるところによる。 
（定義） 

第２条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。

 (1) 「発明等」とは，次に掲げるものをいう。 
  ア 特許権の対象となるものについては，発明 
  イ 実用新案権の対象となるものについては，考案 
  ウ 意匠権の対象となるものについては，意匠又はその創作 
  エ 品種登録に係る権利の対象となるものについては，品種又はその育成 
 (2) 「教職員等」とは，次に掲げるものをいう。 
  ア 本校の教員及び職員 
  イ その他，採用にあたって本校又は本校の教職員等との間で発明等につき契約がされて

いる者 
 (3) 「職務発明等」とは，その発明等が，教職員等が本校の費用その他の支援に基づき，又

は本校が管理する施設設備を利用して行った研究等の成果であるものをいう。 
 (4) 「知的財産権」とは，次に掲げるものをいう。 
  ア 特許法（昭和 34 年法律第 121 号）に規定する特許権，実用新案法（昭和 34 年法律

第 123号）に規定する実用新案権，意匠法（昭和 35年法律第 125号）に規定する意匠

権及び種苗法（平成 10年法律第 83号）に規定する育成者権並びに外国におけるこれら

の各権利に相当する権利 
  イ 特許法に規定する特許，実用新案法に規定する実用新案登録，意匠法に規定する意匠

登録及び種苗法の品種登録を受ける権利並びに外国におけるこれらの各権利に相当す

る権利 
 (5) 「出願等」とは，特許法，実用新案法，意匠法又は種苗法で定められた権利の取得又は

維持のために必要な所定の手続きを行うことをいう。 
 (6) 「知的財産権の実施」とは，特許法，実用新案法，意匠法又は種苗法に定める実施行為

をいう。 
（権利の帰属） 

第３条 独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という。）は，職務発明等に係る

知的財産権を承継するものとする。ただし，機構が知的財産権を承継しないことが適当と認

める場合は，当該職務発明等を行った教職員等に当該知的財産権の全部又は一部を帰属させ

ることができる。  
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（届出） 
第４条 教職員等は，発明等を行ったときは，速やかに，機構知財規則別紙様式1の発明等届

により校長に届け出なければならない。 
（帰属の判断） 

第５条 校長は，前条の発明等届を受理したときは，富山工業高等専門学校地域連携委員会（以

下「委員会」という。）の議に基づき，当該発明等が機構に承継するにふさわしいと判断し

た場合は，機構知的財産本部（以下「知財本部」という。）に報告し，その判断を委ねる。 
２ 前項の結果は，知財本部から当該教職員等に通知される。 
（譲渡証書の提出） 

第６条 当該教職員等は，前条第２項により知的財産権を機構が承継する旨の通知を受けたと

きは，機構知財規則別紙様式２の権利譲渡証書を機構に提出しなければならない。 
（異議の申立て） 

第７条 第５条第２項による決定の通知を受けた当該教職員等は，その決定に異議があるとき

は，通知を受けた日から２週間以内に機構知財規則別紙様式３の異議申立書を校長に提出す

るものとする。 
２ 校長は，前項の異議の申立てがあったときは，委員会の議を経て，知財本部に提出する。

３ 前条の結果は，知財本部から校長を経由して当該教職員に通知される。 
（制限行為） 

第８条 当該教職員等は，第５条第３項による結果を受け，機構が承継しないと判断されるま

で当該発明等に係る知的財産権については出願等をし，又は発明等に係る知的財産権を第三

者に譲渡してはならない。 
（譲渡補償金） 

第９条 機構は，この規則に基づき当該教職員等から知的財産権を譲渡され，その発明等を出

願したときは，当該教職員等に対し，別途機構が定める譲渡補償金を支払うものとする。 
（実施補償金） 

第 10 条 機構は，この規則に基づき取得した発明等について，実施権の設定又は許諾をし，

ライセンス収入を得たときは，当該教職員等に別途機構の定める実施補償金を支払うものと

する。 
（秘密の保持） 

第 11 条 当該教職員等及びその発明等の内容を知り得た教職員等は，その発明等の内容に関

する事項について，その秘密を守らなければならない。 
 
（雑則） 

第 12 条 この規則に定めるもののほか，発明等の取扱いに関し必要な事項は，委員会の議を

経て校長が定める。 
 

附 則 
１ この規則は，平成 18年４月１日から施行する。 
２ 富山工業高等専門学校発明規則（昭和 53年 10月 16日制定）は，廃止する。  

（出典 本校規則集） 
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資料Ａ－１－①－２０ エコテクノロジーに関するアジア国際シンポジウム 

 

   
  

  
（出典 第 13 回エコテクノロジーに関するアジア国際シンポジウムプログラム） 
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資料Ａ－１－①－２１ 中国東北大学との国際学術交流協定書 

  
 

 
（出典 本校資料） 
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資料Ａ－１－①－２２ 韓国慶熙大学校との国際学術交流協定書 

   
   

 
（出典 本校資料） 
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資料Ａ－１－①－２３ 第１２回エコテクノロジーに関するアジア国際シンポジウム 

 

        

（出典 平成17年3月3日北日本新聞記事） 
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資料Ａ－１－①－２４ 外部資金獲得のための情報周知（例） 

    
 

（出典 本校 Web サイト（学内限定）） 

http://www.ipc.toyama-nct.ac.jp/shomu/index.html 
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資料Ａ－１－①－２５ 科学研究費補助金に関する情報周知（例） 

 

 

 
 

 

 

（出典 本校 Web サイト（学内限定）） 

http://www.ipc.toyama-nct.ac.jp/shomu/index.html 
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資料Ａ－１－①－２６ 科研費説明会の開催に関する通知 

 

平成 18 年 10 月 12 日 

 教職員各位 

校  長    

 

平成１９年度科学研究費補助金説明会の開催について（通知） 

 

 このことについて，科学研究費補助金の採択に向けて，講師に日本学術振興会研究助成課研究助

成第二係長 小暮氏を迎え，下記のとおり説明会を開催します。 

 科学研究費補助金は，研究に直接必要な経費として，広く柔軟に使用できるものですが，国民の

税金でまかなわれているものであり，ルールに従って正しく使用する必要があります。 

 つきましては，特に科研費のルールについて周知するため，科学研究費補助金を申請予定の方，

既に交付を受けておられる方，また科研費の事務を取り扱う方は必ず出席願います。 

 

             記 

 

 日時 平成１８年１０月１６日（月）１６：３０～ 

 場所 本校視聴覚室 

 

      事務担当  庶務課企画室地域連携係 

                    以 上 

 

（出典 総務課資料） 
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資料Ａ－１－①－２７ 専攻科・特別演習（ＰＢＬ）授業における成果発表会の様子 

 

 
（出典 平成 18 年 9月 30 日北日本新聞記事） 
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資料Ａ－１－①－２８ 現代ＧＰ『知財マインド醸成のための実体験型基礎教育』の Web サイト 

 

 

 
 

（出典 本校 Web サイト） 

 http://gp.toyama-nct.ac.jp 
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資料Ａ－１－①－２９ 「富山県の産業活性化を担うフレッシュエンジニアの独創性は実践力を 

育成するプログラム」 
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（出典 本校資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

本校では，地域連携主事，地域連携委員会，総合技術センター及び総務課企画室研究連携第一係を

整備している。また学外組織として富山工業高等専門学校技術振興会がある。この体制で本校の定め

た研究目的である「地域に根ざした研究活動」，「環日本海を意識した研究活動」及び「技術者育成

手法の開発」を達成するために適切に支援している。またその成果として共同研究，国際シンポジウ

ム，問題発見解決型学習PBLなどが活発に行われている。 

以上のように研究目的に照らして研究体制及び支援体制は十分に整備されており，機能している。 
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観点Ａ－１－②： 研究の目的に沿った活動の成果が上げられているか。 

（観点に係る状況） 

本校の研究活動の目的である「地域に根ざした研究活動」，「環日本海を意識した研究活動」及び

「技術者育成手法の開発」について，観点Ａ－１－①で概略を述べてきたが，いずれも成果が上がっ

ている。 

最初に「地域に根ざした研究活動」については，技術振興会の設立運営を通じ，特に地域企業（県内

企業）との共同研究が大幅に増え（資料Ａ－１－②－１），その特許出願で見られるその成果（資料

Ａ－１－②－２）は順調に上がっている。 

 

資料Ａ－１－②－１ 共同研究件数の推移 

 
（出典 広報誌『T2マガジン』第３号） 
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資料Ａ－１－②－２ 共同研究の成果 

   

（出典 総務課資料） 
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次に「環日本海を意識した研究活動」については，平成６年から毎年，全国の高専で唯一国際シン

ポジウム（エコテクノロジーに関するアジア国際シンポジウム）を主催してきている。その研究発表

件数（資料Ａ－１－②－３）は毎回100件前後と多く，その中で本校教職員・学生の研究発表件数も毎

回10～20件と多い。 

本シンポジウムは，平成17年度に本校と国際学術交流協定を締結している中華人民共和国・遼寧省の

東北大学で開催し，また，平成19年度は同じく国際学術交流協定を結んでいる大韓民国・水原市の韓

国慶熙大学校で開催する予定であるなど，本校の目的を十分に達成している。 

最後に「技術者育成手法の開発研究」については，全国に先駆けて導入した，地域と協働してものづ

くりと融合したPBL（Problem/Project-Based Learning）を専攻科の特別演習（資料Ａ－１－②－４）

で実施している。この成果は現代ＧＰの採択（資料Ａ－１－②－５）に結びつくなど，高い評価を受

けている。 

一方，外部資金の獲得状況に関しては，科学研究費補助金，環境省廃棄物処理等科学研究費補助金等，

年度による違いはあるものの，ここ数年は順調に推移している。特に科研費に関しては，金額ベース

では，全国高専で上位となっている（資料Ａ－１－②－６，７）。 

企業との共同研究において教員が行った研究の成果に関する新聞報道の例を資料Ａ－１－②－８に示

すが，成果は十分に上がっている。 

 

 

資料Ａ－１－②－３ 国際シンポジウム発表件数 

 

 

第１回第２回第３回第４回第５回第６回第７回第８回第９回第10回 第11回 第12回 第13回

富山高専 23 17 17 7 5 13 15 12 10 29 16 15 9

他高専 12 7 7 8 8 6 12 18 18 22 19 3 12

大学 33 37 13 8 21 18 22 57 55 78 47 26 68

公的機関 2 7 2 3 3 3 4 8 12 7 2 2 1

企業 12 11 7 6 4 1 3 6 4 7 1 3 1

外国機関 9 12 13 5 6 5 4 5 2 5 3 51 19

合計 91 91 59 37 47 46 60 106 102 148 88 100 110

（出典 総務課資料）
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資料Ａ－１－②－４ 専攻科特別演習 
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（出典 担当教員作成資料）
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資料Ａ－１－②－５ 現代ＧＰの採択 

   

   
（出典 総務課資料）
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資料Ａ－１－②－６ 科学研究費補助金採択状況 

 

 
（出展 学校要覧） 

 

資料Ａ－１－②－７ 環境省廃棄物処理等科学研究費補助金，その他の外部資金採択状況 

 

 
（出典 学校要覧） 
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資料Ａ－１－②－８（１） 企業との共同研究の成果に関する新聞報道（例） 

 
（出典 平成17年4月21日北日本新聞記事） 

 

資料Ａ－１－②－８（２） 企業との共同研究の成果に関する新聞報道（例） 

 

（出典 平成18年3月6日北日本新聞記事） 
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（分析結果とその根拠理由）  

企業との共同研究，特に地域のニーズを反映した富山高専技術振興会会員企業との共同研究の件数の

伸びが著しい。また外部資金獲得状況に関しては，科研費の採択が金額ベースで全国高専のトップク

ラスとなっている。さらに，全国高専で唯一の国際シンポジウム「エコテクノロジーに関するアジア

国際シンポジウム」を主催しており，中華人民共和国及び大韓民国の大学と学術交流協定を締結する

など，環日本海を強く意識した国際研究交流の実績も十分である。一方，全国に先駆けて授業に導入

したPBL教育を発展させた新たな教育手法の開発研究が現代GPの採択に結びつくなど，本校の研究目的

に沿った十分な成果が上がっていると判断される。 

 

 

観点Ａ－１－③：  研究活動等の実施状況や問題点を把握し，改善を図っていくための体制が整備さ

れ，機能しているか。 

（観点に係る状況） 

研究活動の実施状況等について，大きな点については，その中心となる地域連携委員会より自己点検

・評価委員会に対して自己点検報告書（資料Ａ－１－③－１）に基づく自己評価報告書（資料Ａ－１

－③－２）が提出されている。自己点検・評価委員会では，自己評価報告書に基づいて審議を行った

結果，研究については概ね良好に進んでいるとの結論（資料Ａ－１－③－３）を得，校長に報告して

いる。 

なお，企業等との共同研究の実施に関しては，各教職員から提出された共同研究申請書（資料Ａ－１

－③－４）を，地域連携委員会において審議している。また，外部有識者より本校の運営方針や各種

の実績を総合的に審議する評議員会においても，研究の実施状況や外部資金の獲得状況などに関して

審議し，意見や助言が寄せられている。特に，富山高専技術振興会会員企業との共同研究に関しては，

技術振興会理事会や総会においても，実施状況等が審議の対象となっている。 

一方，現代ＧＰに採択された「地財マインドの醸成」に関する体制は，複数の学外有識者で構成され

る評価委員会を組織し，問題点等について指摘を受け改善していく仕組みが整っている（資料Ａ－１

－③－５）。 
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資料Ａ－１－③－１ 地域連携委員会自己点検報告書 

Ｎｏ．６ 

平成 18 年度 富山工業高等専門学校 

委員会等自己点検報告 

 

                     委員会等名  地域連携委員会  

 

【計画】 

・地域連携委員会を適時に開催し，地域連携業務の円滑な運営を図る。 

・経済産業省委託事業の「平成 18 年度高専活用中小企業人材育成事業」を申請し，実施する。 

・技術振興会の支援により，産学共同研究の実施促進を図る。 

・共同研究の審議を行う。 

・発明届けの審議を行う。 

・広報誌の発行を行う。 

・県内外の展示会などに積極的に参加する。 

 

【実行】 

・地域連携委員会を月に１，２度開催し，地域連携業務の円滑な運営を行った。 

・経済産業省委託事業の「平成 18 年度高専活用中小企業人材育成事業」を実施した。 

・経済産業省委託事業の「平成 19 年度高専活用中小企業人材育成事業」を申請した。 

・技術振興会の支援により，産学共同研究の実施促進を図った。 

・共同研究の審議を行った。 

・発明届けの審議を行った。 

・高専祭の企画として，企業展示（T2フォーラム）を開催した。 

・広報誌（T2マガジン）を 3回発行した。 

・県内外の展示会などに積極的に参加した。 

 

【次年度に向けて】 

・経済産業省委託事業の「平成 19 年度高専活用中小企業人材育成事業」を実施する。 

・産学共同研究のさらなる促進を図る。 

・共同研究の審議を行う。 

・発明届けの審議を行う。 

・広報誌の発行を行う。 

・県内外の展示会などに積極的に参加する。 

・外部資金の積極的獲得を促進するための広報活動を行う。 

 

（出典 自己点検・評価委員会資料） 
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資料Ａ－１－③－２ 自己評価報告書 

平成 19 年５月 31 日

地域連携委員会 自己評価報告書 

１）研究について 

 本校では，地域連携・研究主事，地域連携委員会，総合技術センター及び総務課企画室地域連

携係を整備して，「地域に根ざした研究活動」，「環日本海を意識した研究活動」および「技術

者育成手法の開発」に取組んでいる。これらを遂行するために，競争的原理に基づく事業，自主

的事業として積極的に取組んでいる。 

 競争的原理に基づく事業では，独立行政法人日本学術振興会科学研究費を始めとする各省庁

（環境省，NEDO：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の競争的研究資金の獲

得，文部科学省現代 GP 事業「知財マインド醸成のための実体験型基礎教育～知的創造サイクルを

支える実践的技術者の育成～」を行ってきた。また，学生の創造性を活かした研究・研修活動の

取組みを講座などの小単位で支援する，文部科学省の原子力研究促進プログラムが採択されるな

どの成果をあげている。さらに，高専機構の競争的研究費である特別研究経費で，本校の「地域

産業界との連携によるＭＯＴ（技術経営）教育の導入」が採択されている。 

 自主的に取組んできた事業としては，平成 6 年から毎年開催している「エコテクノロジーに関

するアジア国際シンポジウム」，この国際シンポジウムを契機として東北大学（中華人民共和国

遼寧省瀋陽市）及び慶煕大学（大韓民国水原市）との学術交流協定の締結などが行われた。さら

に，富山高専技術振興会を立ち上げ，その会員企業との積極的な共同研究の実施，技術相談等が

活発に行われている。このような共同研究のなかから，知的財産が創出されるなど，毎年数件の

特許出願がある。 

 以上により，国際的学術交流活動，民間企業との共同研究数の増加，特許出願件数の増加，学

術振興会科学研究費の獲得額，外部資金導入額など，いずれをとっても全国高専の中ではトップ

クラスを維持している実績をあげている。 

 

２）公開講座等について 

 正規課程学生以外に対する教育サービスについては，地域連携・研究主事，地域連携委員会，

総務課企画室地域連携係を整備して，公開講座，出前授業を始めとして，競争的原理に基づく事

業，自主的事業として継続的に幅広く実施している。 

競争的原理に基づく事業では，全国の高専で唯一である NEDO フェロー（独立行政法人新エネル

ギー・産業技術総合開発機構による技術移転や MOT を専門とする人材育成）の受け入れ，経済産

業省受託事業である「高専を活用した中小企業若手技術者育成事業」，を行ってきた。経済産業

省受託事業では，全国高専の中で 2 校選ばれた映像による広報に採択されるなど内容的にも高い

評価を受けている。さらに，従来の小学校や中学校への出前授業の実績に基づいて，独立行政法

人科学技術振興機構による「サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト」が採択された。 

 自主的に取組んでいる事業としては，小中学生向けおよび社会人向けの公開講座，小学校およ

び中学校に対する出前授業などがある。これらに対しては，毎回受講者に対してアンケート調査

をするなどして，講座内容の評価を行っているが，ほとんどの受講生が大変満足している，ある

いは概ね満足しているとの結果を得ている。講座内容については，今後は更に発展進化させてい

く必要はあるものの，現段階においても十分な成果が上がっているものと考えている。 

（出典 自己点検・評価委員会資料）
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資料Ａ－１－③－３ 自己点検・評価委員会議事録 

 

 

平成１９年度第２回自己点検・評価委員会議事要旨 

 

 

日 時    平成１９年６月８日（金）１７時～１７時３５分 

場 所    大会議室 

出席者   米谷（委員長），秋元，立野，丁子，角，寺西，松田，磯邉，櫻井， 

安田，高廣，椎名の各委員 

        

欠席者    外立委員 

 

 

議 事         

１ 自己評価報告書について   

委員長から，前回の委員会において提出依頼のあった自己評価報告書について， 

資料に基づき説明があった後，審議の結果，地域連携委員会から提出されたもの 

については概ね良好であることが確認され，また教務委員会及び教育点検・改善 

委員会から提出されたものについては以下の点を校長に考慮してほしいこととし 

て報告することとなった。 

 

 1)中学校に対する体験入学等のイベントの日程等案内を早める。 

 

2)学生による授業評価アンケートの結果，評価が低い教員に対する指導の成果が 

現在のところ不明である。今後この点の推移をしっかり見る。 

 

以 上 

 

（出典 平成１９年６月８日自己点検・評価委員会） 
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資料Ａ－１－③－４ 企業等との共同研究申請書 
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（出典 本校規則集）
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資料Ａ－１－③－５ 評価委員会議事要旨 

 

平成１８年度第 1 回現代ＧＰプログラム評価委員会議事要旨 
 
日 時  平成１９年２月１９日（月） 18：00 ～ 19：15 
場 所  小会議室 
出席者  学外者 

戸田 一郎（北陸電力エネルギー科学館 サイエンス・プロデューサー） 
棚田 久昭（ファインネクス株式会社 設計部部長） 
吉田新一郎（有限会社ラーンズケイプ 代表） 
尾間 忠則（社団法人発明協会富山県支部専務理事，富山県発明協会事務局長）

学内者 
米谷，本江，高熊，山腰，白川，岡根，中村，伊藤 

 
議事に先立ち，米谷現代ＧＰ実施特別委員会委員長の挨拶及び出席者の紹介があった

 
議 事 
１．概要説明 

本校各担当者から，本校の取組状況について説明があった。 
  ・取組の概略説明・・・・・・・・・・・本江 
  ・教育カリキュラムの説明・・・・・・・白川 

・実体験型教育の説明・・・・・・・・・山腰 
・ものづくり工房の説明・・・・・・・・岡根 

  ・企業アンケートの説明・・・・・・・・高熊 
  ・取組の広報の説明・・・・・・・・・・伊藤 
 
２．学外委員からの意見 
 ・高専の教員はドクタークラスが多く，学生の学力とかなり離れており，また研究・

学会活動を行いながら教材研究や授業を行う難しさなどから，高専の存在意義に疑

問を抱いていた。そんな中で知財マインドが心身に染み込んだ学生を社会へ送り出

すという強い意志を持った今回の富山高専の新しい取組に心強い思いをした。また

小・中・高校と違い，教育委員会等からの細かい指示もなく，学校改革を行うとす

る場合５年一貫性は最もやり易いシステムであり，是非実現していただきたいと思

うし，協力したい。 
 ・座学で小さい教卓でやるのか，物理実験室又は大きい教卓で理科の現象を見せなが

ら行うのか，具体的にどのようにされるのか心配である。  

 



富山工業高等専門学校 選択的評価事項Ａ 

 - 67 -

 

 

 

・今回の外国訪問では，ＰＤＣＡサイクルの様子を見てきたと判断するが，現在の企

業でもＰＤＣＡサイクルをいかに回してスキルアップしていくかが狙いである。こ

のような手法をとれば，実践的で目に見えた形で出てくるので評価しやすい。 
・ メインタイトルの知財マインド醸成の意味が分からないが，サブタイトルで取り組

んでいくという理解でよいのか。 
・ 日本はアメリカなどの物まねが多く，ドイツ・フィンランドはその点先駆的であり，

訪問先の選定は良かった。ただし，教員や学生がこの成果をどれだけ取り入れてい

けるかが大事である。訪問を有意義に活用してもらいたい。 
 

本江委員から，次回は３月９日に富山高専ＧＰフォラーム後に開催し，企業アンケー

ト結果，ものづくり工房整備やカリキュラムなどを評価してもらい，またお気付きの点

があれば，随時連絡してほしい旨学外委員に依頼があった。 
以 上 

（出典 現代GP実施特別委員会資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

問題点の把握と改善を図るための体制が整備されており，企業等との共同研究や国際シンポジウムの

開催など，学校全体としての研究活動の問題点等を指摘，改善する組織は整っている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

富山高専技術振興会を設立し運営することで，地域企業との連携が強化されている。 

地域企業との共同研究件数を大幅に増加させている。 

全国の高専で唯一，国際シンポジウム(エコテクノロジーに関するアジア国際シンポジウム・平成18

年度は第13回目)を主催している。 

海外の大学との学術交流協定を締結している。 

科研費の採択に関しては，金額ベースで，全国高専中トップクラスである。 

PBL教育を，全国の大学高専に先駆けて導入しており，そこから発展した技術者倫理観の育成や知財

マインドの醸成教育手法開発が評価を受け，現代ＧＰの採択に結びついている。 

（改善を要する点）  

該当なし 

 

（３）選択的評価事項Ａの自己評価の概要 

本校の定めた研究目的である「地域に根ざした研究活動」，「環日本海を意識した研究活動」及び

「技術者育成手法の開発」を達成するために，地域連携主事や地域連携委員会を組織するとともに地

域企業と学校との繋がりを強化するために富山高専技術振興会が組織されている。 

最初に「地域に根ざした研究活動」については，各種の技術交流フォーラム等へ参加し，地域企業

が抱える技術ニーズを発掘したり，地域社会との研究連携を深めるために斬新なデザインの広報誌（T2

マガジン）を発行し，積極的に共同研究や技術シーズに関する情報発信を行ってきた。その結果，地

域企業（県内企業）との共同研究数が大幅に増え，特許出願で見られるようにその成果は順調に上が

っている。 

次に「環日本海を意識した研究活動」については，平成６年から毎年，全国高専で唯一の国際シンポ 

ジウム（エコテクノロジーに関するアジア国際シンポジウム）を主催してきている。このシンポジウ

ムは，毎回100件前後の研究発表が行われている。またこのシンポジウムを通して，中国東北大学及び

韓国慶熙大学校と国際学術交流協定を結んでいる。 

最後に「技術者育成手法の開発研究」については，全国に先駆けて導入した，地域と協働し，もの

づくりと融合したPBL（Problem/Project-Based Learning）を専攻科の特別演習で実施している。この

成果は現代ＧＰの採択に結びつくなど，高い評価を受けている。 

研究活動の実施状況等については，平成18年度に地域連携委員会より自己点検・評価委員会に対し

て自己点検報告書に基づく自己評価報告書を提出し，自己点検・評価委員会では研究について概ね良

好に進んでいる，との結論を校長に報告している。 

 

（４）目的の達成状況の判断 

 目的の達成状況が非常に優れている。 
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IV 選択的評価事項Ｂ 正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況 

 

１ 選択的評価事項Ｂ「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」に係る目的 

 

 2004年４月から施行された国立高等専門学校機構法には，「機構以外から委託を受け，又はこれと共同して行う研究

を実施すること，及びその他の機構以外の者との連携により教育研究活動を行うこと」が規定されている。 

 「正規課程の学生以外に対する教育サービス」は，社会貢献の一環として，また若手技術者の育成などを目的に実施

する事業として，今後一層重要になると考えられる。 

 本校ではこの機構法施行以前から公開講座や出前授業を実施していたが，機構法により本務の一つとして位置づけら

れた。そこで「正規課程の学生以外に対する教育サービス」を以下に示す目的のもとに実施する。 

 

(1) 一般社会人の生涯教育及び企業の若手技術者育成をサポートする目的で，公開講座及びフレッシュエンジニア育成

事業を実施するとともに研究生及び科目履修生を受け入れる。 

(2) 地域小中学生の学習意欲の向上を目的として，公開講座及び出前授業を実施する。 
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２ 選択的評価事項Ｂ 「正規課程の学生以外に対する教育サービスの状況」の自己評価 

（１）観点ごとの分析 

観点Ｂ－１－①： 高等専門学校の教育サービスの目的に照らして，公開講座等の正規課程の学生

以外に対する教育サービスが計画的に実施されているか。 

（観点に係る状況） 

本校学則第12章に公開講座について定めている（資料Ｂ－１－①－１）。それを受けて富山工業高

等専門学校公開講座規則（資料Ｂ－１－①－２）を定め，正規課程の学生以外に対して各種公開講座

を実施している。公開講座は，地域連記委員会が審議機関となり毎年計画的に実施されている。また

近年は，一部を富山県民生涯学習カレッジとの連携講座として開講して，広く県民の知識向上に貢献

している。過去４年間分の公開講座実施状況を，資料Ｂ－１－①－３，４，５，６に示す。公開講座

の開講案内は，パンフレットを県内の小中学校，社会教育施設等に配布するとともに本校のWebページ

上に公開（資料Ｂ－１－①－７）して，広く学外に情報を発信し，募集を行っている。資料Ｂ－１－

①－８に，平成15年度からの公開講座開講数一覧を示す。受講者のニーズを分析した結果，年度によ

って開講数に変化はあるものの，例年，社会人対象，小中学生対象のものをバランス良く，概ね10講

座前後開講している。 

本校では，その他の正規課程の学生以外に対する教育サービスとして，小学校，中学校への出前授

業の実施，及び地域企業の若手技術者育成事業の実施など，地域のニーズを反映した事業を行ってい

る。 

まず，教務委員会が中心となり，富山市内・本校近隣の小中学校を対象に，小中学校との連携組織

基盤づくりの一環として，科学技術のおもしろさ・楽しさを知ってもらう出前授業を実施している。

資料Ｂ－１－①－９，１０に，平成17・18年度の実施一覧及び報告書の一例を示す。また，平成18年

度には一つの中学校を対象として，短期間に複数回の連携出前講座を実施している。これは，従来の

出前授業が本校の側からの単発的なコンテンツ提供という一方通行だったのに対して，系統的に数回

の出前授業を受けることにより，より科学に関する興味と知識を深めることを目的とした斬新な試み

と位置づけられる。また，受講した中学生が本授業を通じて興味を持ったテーマに関して，最終日に

本校の情報処理センター演習室にてプレゼンテーションを行うことで，双方向の授業，言い換えると

中学校-高専連携授業という新たな試みと考えられる。資料Ｂ－１－①－１１，１２に，本連携出前授

業の実施計画書及び報告書を示す。資料Ｂ－１－①－１３には各出前授業の新聞報道例を，資料Ｂ－

１－①－１４には中学校-高専連携型出前授業の新聞報道を示す。なお，この中学校-高専連携型出前

授業の試みは，平成19年度・(独)科学技術振興機構・「サイエンス・パートナーシップ・プロジェク

ト」の採択（資料Ｂ－１－①－１５）に繋がっている。 

出前授業とは別に，中学生を対象に科学技術の楽しさおもしろさを知ってもらう企画として，本校

では，毎年夏休みの時期に，『体験入学（平成16年度以前は，ふしぎ体験in富山高専）』を実施して

いる（資料Ｂ－１－①－１６，１７）。 

次に，平成17年度，経済産業省の「電源地域における雇用促進対策調査事業」を受託し，この取組

の中で，主に富山高専技術振興会（資料Ａ－１－①－６，７）会員企業への人材育成教育に関するニ

ーズ調査を行うとともに，その結果にもとづいた若手技術者を対象とした，２種類の人材育成事業を

試行している（資料Ａ－１－①－２９，資料Ｂ－１－①－１８）。それらは，小学生の工場見学を活

用する若手技術者の教授体験及び合宿型PBL教育プログラムである。前者は，自社の概要，自身の仕事

内容や仕事上で苦労したこと，それをどのように(特に技術的に)改善したか，ものづくりの喜び・楽
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しさ等々を，小学生という全くの素人に，いかにわかりやすく説明するかという経験を通じ，相手へ

の意見の伝え方や説明の仕方，すなわちコミュニケーション能力を育成するという試みである。一方，

後者は本校で従来から授業に取り入れているPBL（Problem/Project-Based Learning）学習法を応用し

たもので，ある課題の範疇で問題を発見し，それを自身の持つ様々なスキルを活用して解決するとい

う試みであるが，主な狙いは，本事業に参加した業種の異なる企業の若手技術者（初対面）がその場

でチームを組み，前述の課題に取り組むことで，チームワーク，コミュニケーション能力を育成する

ことである。また，受講前後で，自分と相手との感情を知りそれをうまくコントロールして自分や他

者に働きかける能力の指標であるEQ（Emotional Intelligence Quotient）を測るEQ検査も実施してい

る。これらの試みは，中小企業庁・平成18年度高専等活用中小企業人材育成事業 富山県の産業活性

化を担うフレッシュエンジニアの独創性や実践力を育成するプログラム（管理法人・財団法人北陸経

済研究所）の採択に繋がっている（資料Ｂ－１－①－１９）。 

また本プログラムでは，若手技術者のコミュニケーション能力を育成する事業（教授体験）の対象

に本校の低学年学生を加えている。これは，ある程度専門知識のある高専生に対する説明の仕方と，

全く専門知識のない小学生に対する説明の仕方を比較検討することで，両者の違いから説明方法をよ

り深く学んでもらう試みである（資料Ｂ－１－①－２０）。これらの事業の内容・分析結果などにつ

いては平成18年度事業報告書に詳細にまとめている（資料Ａ－１－①－２９）。 

一方，学則第11章に「研究生及び科目等履修生」について定めている（資料Ｂ－１－①－２１）。

これを受けて，特定の研究あるいは専門事項の研究を希望する者に対する「研究生規則」（資料Ｂ－

１－①－２２），及び一般科目及び専門科目の中の一つ又は複数の授業科目を履修し単位の修得を希

望する者に対する「科目等履修生規則」（資料Ｂ－１－①－２３）を定めており，正規課程以外の学

生に対する受入れ体制が整っているが，これまであまり実績はない。 

 

資料Ｂ－１－①－１ 富山工業高等専門学校学則（抄） 

 

   第１２章 公開講座 

 

  （公開講座） 

第５４条 本校に公開講座を開設することがある。 

２ 公開講座について必要な事項は，別に定める。 

（出典 本校規則集）
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資料Ｂ－１－①－２ 富山工業高等専門学校公開講座規則 

制定平４． ２． ３ 

改正平５． ４． １ 

平１４． ４． １ 

平１５． ４． １ 

平１６． ４． １ 

平１６． ５．２６ 

（趣旨） 

第１条 この規則は，富山工業高等専門学校則第５４条第２項に規定する公開講座に関し必要な事

項を定める。 

（目的） 

第２条 公開講座は，富山工業高等専門学校（以下「本校」という。）の教育研究成果を広く社会

に開放し，地域文化の向上に資することを目的とする。 

（実施） 

第３条 公開講座に関する重要事項は，運営委員会において審議する。 

２ 公開講座は，原則として１講座につき１０時間以上とする。 

３ 公開講座は，本校の施設を利用して行う。ただし，必要がある場合は，本校外で実施することが

できる。 

（講師） 

第４条 公開講座の講師は，本校の教員とする。ただし，必要がある場合は，本校外の学識経験者

を講師とすることができる。 

（修了） 

第５条 公開講座を受講し，所定の課程を修了した者には，修了証書を授与する。 

２ 前項に定める修了証書は，別に定める要件により校長が授与する。 

（講習料） 

第６条 公開講座の受講を許可された者は，独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料そ

の他の費用に関する規則（平成１６年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第３５号）第１４

条第１項に定める講習料を納付しなければならない。 

２ 既納の講習料は，いかなる事情があっても，還付しない。 

（審議機関） 

第７条 本校が主催又は共催する公開講座については，地域連携委員会において，企画，立案及び

実施その他必要な事項を審議する。 

（事務） 

第８条 委員会の事務は，総務課において処理する。 

附 則 

１ この規程は平成４年２月３日から施行する。 

２ 富山工業高等専門学校公開講座講習料規程（昭和５６年６月１２日制定）は，廃止する。 

附 則 

この規程は，平成５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成１６年５月２６日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。 

 

（出典 本校規則集） 
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資料Ｂ－１－①－３ 平成 15 年度 富山工業高等専門学校 公開講座実施一覧 

 

学校名 番号 18

総開設

時間数 総数 成人 少年

（時間） （人） （人） （人）

10 39 39

10 20 20

8 40 40

6 10 10

10 10 10

4 8 8

7.5 18 18

12 23 23

5 20 20

4 35 35

計 10 講座 76.5 223 36 187

ＬＥＧＯでロボットをつくろう

化学で遊ぼう

第５回環境講座－グローバル化時代の環境問題－

小学生のためのサイエンス実験

体験・ＣＡＤ／ＣＡＭ入門

映像で見る東北地方の庶民信仰－恐山、観光大仏・大観音－

技のしくみと力学

基礎材料実験

ＬＥＧＯでロボットをつくろう

微生物を知ろう

平成１５年度公開講座開設（実績）一覧

富山工業 高等専門学校　

講座の名称

受講者数

備考

 
 

（出典 総務課資料） 
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資料Ｂ－１－①－４ 平成 16 年度 富山工業高等専門学校 公開講座実施一覧 

  

 

学校名 番号

総開設

時間数 総数 成人 少年

（時間） （人） （人） （人）

12 20 39

10 40 40

4 23 23

10 40 40

8 38 38

10 6 6

7.5 15 14

12 20 20

10 40 40

4 51 51

計 10 講座 87.5 293 59 252

ＬＥＧＯで相撲ロボットをつくろう

化学で遊ぼう

第６回環境講座

小学生のためのサイエンス実験

中学生のための化学実験教室

体験・ＣＡＤ／ＣＡＭ入門

基礎材料実験

技のしくみと力学

交流分析入門講座

ＬＥＧＯでロボットをつくろう

平成１６年度公開講座開設（実績）一覧

富山工業 高等専門学校　

講座の名称

受講者数

備考

 
（出典 総務課資料） 
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資料Ｂ－１－①－５ 平成 17 年度 富山工業高等専門学校 公開講座実施一覧 

 
総開設

担当教員 時間数 定員 申込者数 受講者数

（時間）

河原　治
飯田　国彦

12 社会人 30 26 23
Ｈ１６年度
から実施

河原　治
井澤　正樹

10 社会人 10 7 6
Ｈ１２年度
から実施

丁子　哲治
田畑　勝弘
袋布　昌幹
坂本　佳紀

7.5 社会人 20 7 7
Ｈ１１年度
から実施

前　健彦
桑原　道夫
高廣　政彦
岡根　正樹
坂本　佳紀

7.5 社会人 20 7 4 新規

佐藤　圭祐 10 中学３年生 40 73 39
Ｈ１２年度
から実施

松井紳一郎
岡本　　啓

10 中学生 40 137 123
Ｈ１２年度
から実施

安田　賢生 10 中学生 40 28 22
Ｈ１６年度
から実施

山腰　等
本江　哲行
高田　英治
米谷　正
椎名　徹

岩井　正雄

12 小学６年生 20 21 21
Ｈ１４年度
から実施

佐藤　圭祐 10 小学５・６年生 40 59 40
Ｈ１２年度
から実施

畔田　博文 4
小学低学年
及び幼稚園

年長
40 47 43

Ｈ１３年度
から実施

93 300 412 328

化学で遊ぼう 8/26午前・午後

計　　　　　　　　　　10講座

小学生のためのサイエンス実験
５月～１１月

（全６回）

ＬＥＧＯで相撲ロボットを作ろう 7/28・7/29

技のしくみと力学
8/17～8/20又は

8/24～8/27

中学生の化学実験教室
－色を分けてみよう－

8/23・8/24

エネルギーと材料 １１月～１２月（５回）

ＬＥＧＯでロボットを作ろう 7/26・7/27

体験・ＣＡＤ／ＣＡＭ入門
8/27・8/28
(土・日）

第７回環境講座
－循環型社会のための

エコマテリアル－

9/28～10/26の
毎週水曜日（５

回）

備考実施期間

交流分析入門講座
4/9・4/10
(土・日）

講座の名称 受講対象者

 
（出典 総務課資料） 
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資料Ｂ－１－①－６（１） 平成１８年度 富山工業高等専門学校 公開講座開設一覧 

 

 
（出典 総務課資料） 
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資料Ｂ－１－①－６（２） 平成１８年度 富山工業高等専門学校 公開講座一覧（抜粋） 
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（出典 富山工業高等専門学校紀要第 41 巻） 
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資料Ｂ－１－①－７ 公開講座一覧の Web 上案内の一例 

 

 
 

（出典 本校 Web ページ） 

http://www.toyama-nct.ac.jp/event/yotei.html  
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資料Ｂ－１－①－８ 年度別 富山工業高等専門学校 公開講座開講数一覧 

 

 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 

小中学生以下対象 

(親子で参加を含む) 
7 7 6 7 6 

一般・社会人対象 3 3 4 5 6 

合計開講数 10 10 10 12 12 

注)平成15年度～平成18年度は実績数。平成19年度については予定数

（出典 総務課資料）

 

 

 

 

資料Ｂ－１－①－９ 平成17年度，平成18年度 出前授業実施一覧 

 

 

 日時 担当教職員 対象校 テーマ 受 講 学 年 受講人数 

6 月 10 日 13:30～14:40 

畔田博文 

川越みゆき 

戸出久栄 

富山市立 

福沢小学校 
理科実験教室 1，2年 

26名+保護

者数名 

9 月 28 日 13:00～15:00 

畔田博文 

川越みゆき 

戸出久栄 

富山市立 

山田小学校 
楽しい化学実験 5，6年 26名 

10 月 14 日 13:00～15:10 
畔田博文 

川越みゆき 

富山市立 

山田中学校 
楽しい化学実験 3年 27名 

11 月 9 日 13:00～14:15 

畔田博文 

間中 淳 

戸出久栄 

富山市立 

大庄小学校 
楽しい化学実験 4，5，6年 21名 

11 月 15 日 14:00～15:30 
畔田博文 

戸出久栄 

富山市立 

太田小学校 
楽しい化学実験 6年 24名 

平
成
一
七
年
度 

11 月 17 日 14:00～15:30 

畔田博文 

間中 淳 

川越みゆき 

富山市立 

太田小学校 
楽しい化学実験 6年 24名 

6 月 23 日 10:30～11:30 

畔田博文 

川越みゆき 

戸出久栄 

富山市立 

福沢小学校 
理科実験教室 5，6年 

26名+保護

者数名 

平
成
一
八
年
度 12 月 4 日 13:30～15:30 

畔田博文 

戸出久栄 

富山市立 

山田中学校 
理科実験教室 3年 16名 

（出典 総務課資料）
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資料Ｂ－１－①－１０ 出前授業報告書（例） 

 

   

（出典 総務課資料）



富山工業高等専門学校 選択的評価事項Ｂ 

 - 82 -

 

 

  

（出典 総務課資料）
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資料Ｂ－１－①－１１ 平成 18 年度実施 中学-高専連携出前授業実施計画書 

 

    
 

（出典 総務課資料） 
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資料Ｂ－１－①－１２ 平成 18 年度実施 中学-高専連携出前授業報告書 

 

 
 

（出典 総務課資料） 
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資料Ｂ－１－①－１３ 出前授業に関する新聞報道（例） 

 

 
（出典 平成 17 年 10 月 15 日北日本新聞） 

 

 

 
（出典 平成 18 年 8月 29 日北日本新聞） 
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（出典 平成 18 年 12 月５日富山新聞） 

 

 

 

 

（出典 平成 18 年 12 月５日北日本新聞） 
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資料Ｂ－１－①－１４ 中学校-高専連携型出前授業の新聞報道例 

 

 
（出典 平成 18 年 12 月 7日北日本新聞） 
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資料Ｂ－１－①－１５ サイエンス・パートナーシップ 

  

（出典 総務課資料）
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（出典 総務課資料）
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資料Ｂ－１－①－１６ 平成14年度～平成18年度 体験入学(ふしぎ体験in富山高専)実施一覧 

 

 

年度 名  称 開 講 テ ー マ 担  当 

楽しく作ろう！キーホルダー!! 

その後メッキでコーティング～低融点金属を用いて～ 
機械工学科 

電波の手づかみ・・・ゲルマニウムラジオを作ろう 電気工学科 

色と光のおもしろ化学実験 物質工学科 

錬金術！ 砂から材料が生まれる 環境材料工学科 

H14 ふしぎ体験 in 富山高専 2002 

 

 

（平成14年7月24日，25日実施） 

身近な道具でアイデア実験，科学の不思議に挑戦！ 一般化学，一般物理 

楽しく作ろう！キーホルダー!! 

その後メッキでコーティング～低融点金属を用いて～ 
機械工学科 

電波の手づかみ・・・ゲルマニウムラジオを作ろう 電気工学科 

化学を使って「香り」をつくる 物質工学科 

錬金術！ 砂から材料が生まれる 環境材料工学科 

H15 ふしぎ体験 in 富山高専 2003 

 

 

（平成15年7月24日，25日実施） 

ふしぎな科学マジック工房 一般化学，一般物理 

見えないものを見てみよう！ ・・・熱と流れの科学・・・ 機械工学科 

LEDディスプレイでらくがきしよう！ 電気工学科 

電波の手づかみ・・・ゲルマニウムラジオを作ろう 電気工学科 

化学の不思議体験 -化学反応を五感で体験しよう- 物質工学科 

君も錬金術師！ 砂から材料が生まれる 環境材料工学科 

H16 ふしぎ体験 in 富山高専 2004 

 

 

（平成16年7月27日，28日実施） 

おもしろ科学工房 

“走れ！燃料電池自動車” “炎色反応をやってみよう！” 
一般物理，一般化学 

体験！ 3次元CAD（キャド） ～コンピュータでものづくり～ 機械工学科 

ゲルマニウムラジオの作成とそれを用いた放送電波受信実験 電気工学科 

コウボ菌のカプセルをつくろう 物質工学科 

『沈まないドロ船を作ろう！』 

-かちかち山のタヌキは溺れずにすむか？- 
環境材料工学科 

H17 富山高専「体験入学2005」 

 

 

（平成17年8月2日，3日実施） 

酸性？アルカリ性？身の回りの水溶液を測っちゃおう！ 一般教科 

体験！ 3次元CAD（キャド） ～コンピュータでものづくり～ 機械工学科 

ユニークな部品から作るゲルマニウムラジオ 電気工学科 

身近な食品の色を観察しよう 物質工学科 

『沈まないドロ船を作ろう！』 

-かちかち山のタヌキは溺れずにすむか？- 
環境材料工学科 

H18 富山高専「体験入学2006」 

 

 

（平成18年7月27日，28日実施） 

酸性？アルカリ性？身の回りの水溶液を測っちゃおう！ 一般科目 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料Ｂ－１－①－１７ 体験入学パンフレット 

 

  
（出典 学生第一課資料） 
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資料Ｂ－１－①－１８ 平成 17 年度 経産省委託人材育成事業 新聞報道例 

 

 
（出典 平成 18 年 1月 19 日北日本新聞） 

 

 

 
（出典 平成 18 年 3月 11 日北日本新聞） 
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資料Ｂ－１－①－１９ 平成 18 年度 経産省委託人材育成事業 採択時・新聞報道例 

 

 
（出典 平成 18 年 6月 15 日北日本新聞） 
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資料Ｂ－１－①－２０ 平成 18 年度 中小企業庁委託 人材育成事業 新聞報道（例） 

 
（出典 平成 18 年 9月 1日北日本新聞） 

 

 
（出典 平成 18 年 10 月 12 日北日本新聞） 
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（出典 平成 18 年 11 月 18 日北日本新聞） 

 

 

資料Ｂ－１－①－２１  富山工業高等専門学校学則（抄） 

 

   第１１章 研究生及び科目等履修生 

 

 （研究生） 

第５１条 本校において，特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは，本

校の教育研究に支障のない場合に限り，選考の上，研究生として入学を許可することがある。 

 

  （科目等履修生） 

第５２条 本校において，１又は複数の授業科目を履修し単位を修得しようとする者があるとき

は，本校の教育研究に支障のない場合に限り，選考の上，科目等履修生として入学を許可する

ことがある。 

２ 科目等履修生については，単位の修得を認定することができる。 

（出典 本校規則集）
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資料Ｂ－１－①－２２  富山工業高等専門学校研究生規則 
制定昭５７．４．２３ 

改正平５．４． １ 
平８．４． １ 

平１６．５．２６ 
第１条 富山工業高等専門学校学則第５３条の規定に基づき，研究生に関し，必要な事項は，この
規則の定めるところによる。 

第２条 研究生として入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 
（１）高等専門学校を卒業した者 
（２）本校において，高等専門学校を卒業した者と同等以上の能力があると認めた者 
第３条 研究生の入学は，原則として，学年又は学期の初めとする。 
第４条 研究生として入学を志願する者は，次に掲げる書類に検定料を添え，入学の３週間前まで
に，校長に願い出なければならない。 

（１）研究生入学願書 
（２）履歴書 
（３）最終学校の卒業（又は修了）証明書 
（４）健康診断書 
（５）現に職を有している者は，勤務先所属長の承諾書又は依頼書 
第５条 前条の入学志願者については，面接試験その他による選考の上，校長が入学を許可するも
のとする。 

２ 入学の許可に際しては，所定の期日までに，入学料を納付しなければならない。 
第６条 研究生に対しては，指導教員を定める。 
第７条 研究生の在学期間は，当該年度内とする。ただし，研究生の願い出により，校長が必要と
認めるときは，１年に限り，その期間を延長することができる。 

第８条 研究生の授業料は，所定の期日までに，在学期間に係る全額を納付しなければならない。
ただし，在学期間が６ヶ月を超える場合には，初めの６ヶ月とこれを超える期間に分けて，それ
ぞれ，当該期間に係る額を納付することができる。 

２ 授業料を納めないものは，除籍する。 
第９条 研究生は，指導教員の指導により，校長が必要と認めるときは，授業科目担当教官の承諾
を得て，その授業に出席することができる。 

第１０条 研究生は，その研究が終了したときは，研究報告書を指導教員を経て，校長に提出しな
ければならない。 

第１１条 研究に必要な特別の費用は，研究生の負担とする。 
第１２条 第４条の検定料，第５条第２項の入学料及び第８条第１項の授業料の額は，それぞれ，
独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則（平成１６年独立
行政法人国立高等専門学校機構規則第３５号。以下「機構規則」という）第１３条に定める額と
する。 

２ 既納の検定料，入学料及び授業料は，返還しない。 
第１３条 研究生が他の業務に従事しようとするときは，校長の許可を受けなければならない。 
第１４条 本規則に違背した者又は疾病その他の事由により，成業の見込みがない者に対しては，
校長は退学を命ずることがある。 

第１５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，学則等の学内諸規則を準用する。 
附 則 

この規則は，昭和１５年４月２３日から施行し，昭和５７年４月１日から適用する。 
附 則 

この規則は，平成５年４月１日から施行する。 
附 則 

この規則は，平成８年４月１日から施行する。 
附 則 

この規則は，平成１６年５月２６日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。 

 

（出典 本校規則集） 
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資料Ｂ－１－①－２３ 富山工業高等専門学校科目等履修生規則 

制定平８． ４． １ 

改正平１４． ４． １ 

改正平１６． ５．２６ 

第１条 富山工業高等専門学校学則第５３条の規定に基づき，科目等履修生に関し必要な事項は，

この規則の定めるところによる。 

第２条 科目等履修生として入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

（１） 高等学校を卒業した者 

（２） 中等教育学校を卒業した者 

（３） 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると校長が認めた者。 

第３条 科目等履修生の入学時期は，学期の初めとする。 

第４条 科目等履修生として入学を希望する者は次の各号に掲げる書類に検定料を添え入学の１か

月前までに校長に願い出なければならない。 

（１） 科目等履修生入学願書 

（２） 履歴書 

（３） 最終学校の卒業（又は修了）証明書 

（４） 健康診断書 

（５） 現に職を有している者は，勤務先所属長の承諾書 

２ 科目等履修生が履修できる科目は，卒業研究及び実験・実習以外の科目とする。 

第５条 前条第１項の入学志願者については，面接試験その他による選考の上，校長が入学を許可

するものとする。 

２ 入学の許可に際しては，所定の期日までに，入学料を納付しなければならない。 

第６条 科目等履修生に対しては，指導教員を定めることができる。 

第７条 科目等履修生の在学期間は，当該年度内とする。ただし，科目等履修生の願い出により，

校長が認めるときは，１年に限り，その期間を延長することができる。 

２ 前項の規定により履修期間の延長を願い出る者は，履修期間延長願により校長に願い出なければ

ならない。 

３ 第１項の規定により期間を延長するときは，検定料及び入学料は徴収しない。 

第８条 科目等履修生の授業料は，所定の期日までに，履修する科目に係る全額を納付しなければ

ならない。 

２ 授業料を納めない者は，除籍する。 

第９条 第４条第１項の検定料第５条第２項の入学料及び第８条第１項の授業料の額は独立行政法

人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則（平成１６年独立行政法人国

立高等専門学校規則第３５号）第１３条に定める額とする。 

２ 既納の検定料，入学料及び授業料は，返還しない。 

第１０条 科目等履修生には，願い出により，履修した科目の単位修得証明書を交付することがで

きる。 

第１１条 本規則に違背した者又は疾病その他の事由により成業の見込みがない者に対しては，校

長は退学を命ずることがある。 

第１２条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，学則等の学内諸規則を準用する。 

附 則 

１ この規則は，平成８年４月１日から施行する。 

２ 富山工業高等専門学校聴講生規則（昭和５７年４月２３日制定）は，廃止する。 

附 則 

この規則は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成１６年５月２６日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。 

 

（出典 本校規則集） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 本校では目的に沿って，正規課程の学生以外に対する教育サービスとして，研究生，科目等履修生

の受入体制が整っていることはもとより，主に，本校が立地している富山市や富山県を中心とした地

域に密着した高専となるべく，種々のサービスを計画的に実施し提供している。 

主な事業としては，小中学生以下対象の公開講座及び県民カレッジと連携した社会人対象の公開講

座の実施，科学技術のおもしろさ・楽しさを知ってもらうための小学校，中学校への出前授業の実施，

また，これを拡張し，一つの中学校を対象として短期間に複数回の出前授業を行い，受講した中学生

にも発表の機会を設けた中学校との連携授業を実施している。さらに，平成17年度からは，経済産業

省の委託事業を核とし，本校技術振興会会員企業の若手技術者を対象とした各種の人材育成事業を実

施している。この人材育成事業は，単に技術的なスキルアップを狙った人材育成事業とは一線を画し，

若手技術者のコミュニケーション力，チームワーク力などの能力養成をターゲットにしており，本校

で従来から授業に取り入れているPBL学習法を応用したユニークな事業となっている。さらに，主に中

学生向けに本校の紹介を兼ね，科学技術への好奇心を伸ばす目的の体験入学(旧称・ふしぎ体験in富山

高専)なども実施しており，これら，すべての事業は，毎年継続的に行われている。 

以上のように，本校では正規課程の学生以外に対する種々の教育サービスを計画的に実施されてい

る。 

 

 

観点Ｂ－１－②： サービス享受者数やその満足度等から判断して，活動の成果が上がっているか。

また，改善のためのシステムがあり，機能しているか。 

 

（観点に係る状況） 

公開講座，出前授業及び体験入学の受講者数を資料Ｂ－１－②－１，２，３に示す。また，地域連

携委員会及び教務委員会が受講者に対してアンケートを実施し，その満足度等を分析している（資料

Ｂ－１－②－４，５）。これらの事業の結果を見ると，受講者（参加者）数は安定しており，テーマ

によってばらつきはあるものの，大半の参加者（受講者）が事業の内容に満足していることが伺える。

また，出前授業についても受講中学生の意見（資料Ｂ－１－②－６）から十分に効果があったことが

伺えた。 

これらの事業について地域連携委員会（資料Ａ－１－③－２）及び教務委員会（資料Ｂ－１－②－

７）から自己点検・評価委員会に対して提出された自己評価報告書に基づき自己点検・評価委員会が

審議した結果を校長に報告（資料Ｂ－１－②－８）するとともに，それは戦略企画会議及び運営委員

会で審議され，改善されている。 

なお，平成 17 年度経済産業省委託事業「電源地域における雇用促進対策調査事業；富山工業高等専

門学校を核とした地域企業の若手技術者への現場技術教育に関する調査」，並びに中小企業庁委託

「平成 18 年度高専等活用中小企業人材育成事業 富山県の産業活性化を担うフレッシュエンジニアの

独創性や実践力を育成するプログラム」に関しては，地域連携委員会（平成 17 年度は地域連携特別委

員会）が中心となり，立案計画から実施，結果分析までの一連の作業を行っている。それらの結果は，

前述の報告書（資料Ａ－１－①－２９）に詳細がまとめられている。また，これらの事業に関しては，

立案実施については地域連携委員会と学外の有識者で構成された外部委員会が，その成果に対する評

価に関しては学外の有識者のみで構成された評価委員会による第三者評価を実施している。受講者に
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対するアンケート結果や評価委員による評価結果に関しては，両報告書中にまとめられているが（訪

問調査時閲覧資料），参加者，評価委員いずれからも，極めて高い効果が得られる優れたプログラム

であるとの意見を得ている。なお，平成 17 年度の合宿型 PBL 学習プログラムに関しては受講者から短

時間過ぎるとの意見が多数あり，この点については翌年度（平成 18 年度）の事業において，プログラ

ム内容を工夫することで，短時間でも高い効果の得られるものに改善している。当該事業の委員構成

及び参加者数を資料Ｂ－１－②－９，１０，１１，１２に示す。 

 

 

資料Ｂ－１－②－１ 公開講座受講者数 

 

 

 総解説時間数（時間） 受講者数 

平成 15 年度 76.5 223 

平成 16 年度 87.5 293 

平成 17 年度 93.0 328 

平成 18 年度 78.0 256 + 51 組※ 

※組：保護者と子供で 1 組。子供が 2 人の場合あり 

（出典 総務課資料）

 

資料Ｂ－１－②－２ 出前授業参加者数（高専-中学連携授業を含む） 

 

 

 のべ回数 参加者数（のべ数） 

平成 17 年度 6 148 + 保護者数名 

平成 18 年度 8 162 + 保護者数名 

 

（出典 総務課資料）
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資料Ｂ－１－②－３ 体験入学参加者数 

 

 

 開講テーマ数 参加者数 

平成 14 年度 5 164 

平成 15 年度 5 128 

平成 16 年度 6 79 

平成 17 年度 5 117 

平成 18 年度 5 250 

 

（出典 学生第一課資料）
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資料Ｂ－１－②－４ 平成 18 年度 公開講座アンケートの一例 

 

H18.8 回答者数：11

【１】あなたの性別及び年齢についてお尋ねします。
[性別]

単位：人
１．男 3
２．女 6

３．無記入 2
計 11

[年齢]

１．２０歳未満 0
２．２０～２９歳 2
３．３０～３９歳 3
４．４０～４９歳 4
５．５０～５９歳 1
６．６０～６９歳 1
７．７０歳以上 0

計 11

【２】あなたの職業についてお尋ねします。

１．自営業(農林漁業・家族従業
者を含む）

1

２．企業経営者・商店主 0
３．事務・技術系 8
４．教育・研究系 0
５．労務系(工員・運転手など） 0
６．主婦 1
７．学生 0
８．その他（無職） 1

計 11

【３】あなたの居住地についてお尋ねします。

１．富山市 5
２．魚津市 2
３．滑川市 1
４．射水市 1
５．立山町 1
６．石川県 1

計 11

体験・ＣＡＤ／ＣＡＭ入門
講師　機械工学科　河原　治、井澤正樹

１．男

２．女

３．無記入

9%

9% 0%0%
18%

27%
37%

１．２０歳未満

２．２０～２９歳

３．３０～３９歳

４．４０～４９歳

５．５０～５９歳

６．６０～６９歳

７．７０歳以上

9%

73%

0%0%
9%

9%
0% 0%

１．自営業(農林漁業・家族従
業者を含む）
２．企業経営者・商店主

３．事務・技術系

４．教育・研究系

５．労務系(工員・運転手など）

６．主婦

７．学生

８．その他（無職）

46%

9%

9%

18%

9%

9%

１．富山市 ２．魚津市

４．射水市 ５．立山町

６．石川県

 



富山工業高等専門学校 選択的評価事項Ｂ 

 - 102 -

 

 

 

【４】あなたは，この講座をどのような方法でお知りになりましたか。

１．新聞 0
２．県 0
３．県や市町村の広報 2
４．本校からの案内 2
５．パンフレット 5 図書館

６．ポスター 0
７．友人・知人・家族 1
８．本校ホームページ 1
９．その他（講師からの案内） 0

計 11

【５】あなたが，この講座を受講された動機についてお尋ねします。

     ・三つ以内で回答してください。

１．仕事に役立つと思ったから 8
２．日常生活に役立つと思った 0
３．地域や社会の問題の理解
や解決に役立つと思ったから

0

４．テーマに関心があったから 7
５．講師に関心があったから 0
６．学ぶこと自体を楽しみた
かったから

3

７.教養を高めたかったから 3
８．仲間をつくりたかったから 0
９.以前に受講して,面白かった 0
10．勤務先に勧められたから 2
11．その他 0

計 23
(複数回答あり）

【６】あなたは，これまでに本校の公開講座を受講されたことがありますか。

１．ある 1
２．ない 10

計 11

【７】前問の１を選んだ方にお尋ねします。
　　１ これまでに受講された回数は何回ですか。

３回

※重複回答あり

18%

18%

46%

9%

0%9% 0%0%

0%

１．新聞

２．県

３．県や市町村の広報

４．本校からの案内

５．パンフレット

６．ポスター

７．友人・知人・家族

８．本校ホームページ

９．その他（講師からの案内）

0%0%

30%

0%

0%

13%

13%

35%

0%

１．仕事に役立つと思ったから

２．日常生活に役立つと思った
から

３．地域や社会の問題の理解
や解決に役立つと思ったから

４．テーマに関心があったから

５．講師に関心があったから

６．学ぶこと自体を楽しみた
かったから

７.教養を高めたかったから

８．仲間をつくりたかったから

９.以前に受講して,面白かった
から

10．勤務先に勧められたから

11．その他

9%

91%

１．ある

２．ない
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　　２ 受講された講座の名称・開設年度がおわかりでしたらお書きください。

【８】あなたが，この講座を受講された感想についてお尋ねします。

１．充分満足できた 5
２．概ね満足できた 5
３．普通 1
４．あまり満足できなかった 0
５．全く満足できなかった 0

計 11

【９】この講座の開設日時についてお尋ねします。

１．適当 10
２．おおむね適当 1
３.不適当 0

計 11

【1０】今後も本校公開講座を受講するとしたら
　　Ａ　どのようなテーマの講座を希望されますか。(複数回答,テーマは自由に）

１．職業に関する講座 6
２．一般教養に関する講座 3
３．スポーツ・レクリェーション

　に関する講座
1

４．趣味・芸術に関する講座 0
５．地域の歴史,文化等に関

　する講座
1

６．外国や国際関係等に関す
　る講座

1

７．地域問題や社会問題に
　関する講座

3

８．その他 0
計 15

Ｂ　希望の開設時期・曜日・時間帯等を御記入ください。
　 １　時期 ４－１１月、１０－１１月　各１人

２　曜日 土曜　６人、日曜　５人、平日　１人
３　時間帯 午前　３人、午後　３人、夜間　人１
４　回数 週１回、週２回、週３回　各１人

５　場所 本校　６人、富山駅周辺　１人

46%

45%

9% 0%0% １．充分満足できた

２．概ね満足できた

３．普通

４．あまり満足できな
かった

５．全く満足できなかっ
た

91%

9% 0%

１．適当

２．おおむね適当

３.不適当

20%

0%
7%

7%

0%

7%

20%

39%

１．職業に関する講座

２．一般教養に関する講座

３．スポーツ・レクリェーション
　　に関する講座

４．趣味・芸術に関する講座

５．地域の歴史,文化等に関
　　する講座

６．外国や国際関係等に関す
　　る講座

７．地域問題や社会問題に
　　関する講座

８．その他
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【1１】この講座に対する要望等,意見がありましたら御記入ください。

　〇この講座を受講して良かった点(受講した成果）
・ ３次元ＣＡＤについて認識が深まった。他の２次元ＣＡＤを体験することにより、長所、短所が十分理解

できた。講師他の方々が非常に親切であった。
・ 多くの ソフトをさわることが出来た点。ＣＡＭを見ることが出来た点。
・ ＣＡＤ／ＣＡＭについて何も知りませんでしたが、操作や利用の仕方や、入手方法等、一連のことを

ていねいに教えて頂けました。自宅で自分でためせる点も有難く思いました。
・ いろいろなＣＡＤがあることを知り、さらにその操作方法も学ぶことができたことです。ＣＡＤで書いた

図面が実際に形として削れることに感動しました。
・ ＣＡＤはどんなことをするのかわかった。
・ ２次元製図の基本や手間が実感できた。
・ 丁寧に指導下さいました。ありがとうございます。
・ 短い期間で、ＣＡＤの概要がつかめたことに満足している。実習中心であること、ソフトのちがいを

比較できたことは良い体験でした。（学生のサポート隊にも感謝）

　〇期待はずれであった点
・
・
・

　〇その他

・
・ 初心者のモタモタに２日間つきあって下さりありがとうございました。
・ 頭脳とＪＷではなく，そのうちどちらかとsolidworksで同じ課題をやってみたらおもしろいのでは？
・ 皆さんの足をひっぱってしまい先生方、生徒さんにも助けていただき無事（？）２日間終了しました。いろいろと

ありがとうございました。

メンバーに合わせて色々と配慮して頂きました。学生さん方もていねいで助かりました。

やや、進行速度が速く、十分理解できない面もあった。
ちょっとスピードが速すぎるので回数を増やしてもう少しじっくりやりたい。
３次元製図の時間が少なかった。

 

（出典 総務課資料） 
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資料Ｂ－１－②－５ 平成 18 年度 体験入学アンケートの一例 

 

 

参加人員
７月２７日（木） 129
７月２８日（金） 113

７／２７（木） ７／２８（金）

人数 人数
ａ　先生から 93 79 172 71.07
ｂ　友人から 8 7 15 6.20
ｃ　体験入学２００６パンフレットから 30 35 65 26.86
ｄ　ホームページから 18 8 26 10.74
ｅ　その他 11 8 19 7.85

ａ　富山高専を知りたかったから 79 64 143 59.09
ｂ　体験テーマに興味があったから 48 34 82 33.88
ｃ　富山高専を入試の対象と考えているから 85 73 158 65.29
ｄ　その他 2 2 4 1.65

ａ　学校の概要が理解できて大変よかった 70 75 145 59.92
ｂ　学校の雰囲気がわかった 68 58 126 52.07
ｃ　もっと授業風景を観たかった 30 21 51 21.07
ｄ　もっとクラブ活動の風景を観たかった 50 41 91 37.60
ｅ　もっと寮の風景を観たかった 31 17 48 19.83
ｆ　もっと校舎の風景を観たかった 12 14 26 10.74
ｇ　あまりよくなかった 0 0 0 0.00
ｈ　その他 5 4 9 3.72

計 割合（％）

242

「体験入学　２００６」を何
で知りましたか？

「体験入学　２００６」に参
加したあなたの動機は
何ですか？

「学校紹介ビデオ」の感
想をお聞かせください。

1

2

3

「体験入学　２００６」アンケート集計結果

項目
番号

設問項目 設　　問　　内　　容

「体験入学2006」を何でしりましたか？

ａ　先生から

ｂ　友人から

ｃ　体験入学２００
６パンフレットから

ｄ　ホームページ
から

ｅ　その他

ａ　先生から

ｂ　友人から

ｃ　体験入学２００６パンフレットから

ｄ　ホームページから

ｅ　その他

「体験入学2006」に参加したあなたの動機は何ですか？

ｃ　富山高専を入
試の対象と考え

ているから

ｄ　その他 ａ　富山高専を知
りたかったから

ｂ　体験テーマに
興味があったから

ａ　富山高専を知りたかったから

ｂ　体験テーマに興味があったから

ｃ　富山高専を入試の対象と考えているから

ｄ　その他

「学校紹介ビデオ」の感想をお聞かせください。

ｃ　もっと授業風景を観
たかった

ｄ　もっとクラブ活動の
風景を観たかった

ｂ　学校の雰囲気がわ
かった

ａ　学校の概要が理解
できて大変よかった

ｆ　もっと校舎の風景を
観たかった

ｅ　もっと寮の風景を観
たかった

ｇ　あまりよくなかった
ｈ　その他

ａ　学校の概要が理解できて大変よかった

ｂ　学校の雰囲気がわかった

ｃ　もっと授業風景を観たかった

ｄ　もっとクラブ活動の風景を観たかった

ｅ　もっと寮の風景を観たかった

ｆ　もっと校舎の風景を観たかった

ｇ　あまりよくなかった

ｈ　その他

 
（出典 学生第一課資料） 
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資料Ｂ－１－②－６ 出前授業に対する中学生の意見 

 

（出典 担当教員）
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資料Ｂ－１－②－７ 自己評価報告書 

提出日 平成 19 年 5 月 31 日

  

中学生に対する体験入学等に関する自己評価報告書（教務委員会） 

 

・７月末の夏季休業期間中に２日間に亘って体験入学を実施した。各学科１テーマ，計５テーマに

ついて趣向を凝らした実験等を行い，どの実験テーマも概ね好評だった。 

・体験入学では，予想を上回る応募があり，午前中のみの実施を予定していたが，午後にも同テー

マで実験等を実施した。 

・９月末の土曜日にオープンキャンパスⅠを実施した。一般科目及び専門科目の模擬授業とクラブ

活動見学ツアーを行い，もっとクラブ活動を見学したかったという意見が多かった。 

・高専祭にオープンキャンパスⅡを実施した。本校教員（卒業生）による学校紹介と高専祭見学ツ

アーを行い，本校教員の学校紹介は非常にわかりやすく，高専をよく理解できたという意見が多

かった。また，高専祭では模擬店で高専生と言葉を交わすなど終始なごやかな雰囲気だった。 

・本校の学科，施設及び学生生活等を理解してもらうため，学校広報用ビデオを放映したが，中学

生等は興味を引いたのか真剣に見入っていた。 

・体験入学では，県内の全中学校に対して，カラー刷りのパンフレットを配布するとともに，パン

フレット（白黒）を中学３年生全員に配布した。 

・オープンキャンパスでは，県内の全中学校に対して，カラー刷りのパンフレットを配布した。 

・体験入学及びオープンキャンパスの実施方法等について，それぞれの参加者にアンケートを実施

した。 

・参加者全員に，ペットボトル及び記念品（ボールペン）を配布した。 

・平成１８年度は中学校へのスケジュールの案内が 6 月下旬と遅く，中学校関係者からもう少し早

く知らせて欲しいとの意見があった。平成 19 年度からは 5月中に案内するようにする。 

 

（出典 自己点検・評価委員会資料）



富山工業高等専門学校 選択的評価事項Ｂ 

 - 108 -

 

資料Ｂ－１－②－８ 校長への報告書 

 

平成 19 年６月 11 日

 

自己点検・評価委員会報告 

 
 

米 田 政 明 校長 殿 
 
 

自己点検・評価委員会委員長

副校長 米 谷  正
 
 
 今般開催された自己点検・評価員会において下記の点について考慮していただきたいこ

とが決まりましたので報告します。 
 

記 
 
１）中学校に対する体験入学等のイベントの日程等案内を早める。 
 
２）学生による授業評価アンケートの結果，評価が低い教員に対する指導の成果が現在の

ところ不明である。今後この点の推移をしっかり見る。 
 

以上
 

（出典 自己点検・評価委員会資料） 
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資料Ｂ－１－②－９ 平成 17 年度 経済産業省委託事業 委員構成 

 

 

 氏名 所属等 

丁子哲治 委員長 校長補佐 環境材料工学科 教授 

本江哲行 機械工学科 教授 

高田英治 電気工学科 助教授 

畔田博文 物質工学科 助教授 

岡根正樹 環境材料工学科 助教授 

土田 浩 事務部 庶務課長 

池上久晴 事務部 会計課長 

橘 幹宏 事務部 学生課長 

朝野 真 事務部 庶務課 専門員 

地
域
連
携
特
別
委
員(

富
山
高
専) 

伊藤通子 技術部 副技術長 

木下 茂 ST プロダクツ(株) 技術本部工程技術部工程技術課長 

宮木いっぺい 法政大学地域研究センター 専担助教授 

松本眞明 (株)不二越 人事部労政マネージャー 

浜下朝夫 日産エンジニアリング(株) 中部事業所 取締役所長 

鈴木賀津彦 東京新聞したまち支局 支局長 

谷口新一 あそあそ自然学校 代表 

外
部
委
員 

酒井久裕 協伸熱処理工業(株) 取締役 

上田隆司 富山県商工労働部職業能力開発課長 

本多正文 富山第一銀行 取締役人事企画部長 評
価

委
員 

筒口義裕 北日本新聞社 編集局社会部次長 

（出典 総務課資料）

 

 

資料Ｂ－１－②－１０ 平成 17 年度 経済産業省委託事業 参加者数 

 

 

 実施日 
参加 

技術者数
備考 

小学生の工場見学を活用する若手技

術者の教授体験 
平成18年1月18日 2（2社） 

・STプロダクツ(株) 

・(株)タカギセイコー 

若手技術者人材育成のための研修会 

平成18年3月10日 

平成18年3月11日（1泊2

日） 

35（25社）
合宿型PBL学習プログラ

ム 

（出典 総務課資料）
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資料Ｂ－１－②－１１ 平成 18 年度 中小企業庁委託事業 委員構成 

 

 氏名 所属等 

丁子哲治 富山高専 校長補佐（地域連携委員長） 

本江哲行 富山高専 機械工学科 教授（地域連携委員） 

高田英治 富山高専 電気工学科 助教授（地域連携委員） 

畔田博文 富山高専 物質工学科 助教授（地域連携委員） 

岡根正樹 富山高専 環境材料工学科 助教授（地域連携委員） 

山腰 等 富山高専 一般科目 助教授（地域連携委員） 

伊藤通子 富山高専 技術部 副技術長（地域連携委員） 

竹内茂彌 富山大学 名誉教授（コーディネーター・兼評価委員） 

カリキュラム作成 

担当委員 

吉田新一郎 ラーンズケイプ 代表（兼・評価委員） 

鵜野幸治 朝日印刷(株) 開発グループ長 

岡田哲郎 (株)タカギセイコー 開発技術部次長 

金森俊幸 田中精密工業(株) 技術部部長 

川嶋芳明 富山県商工労働部 職業能力開発課長 

竹内茂彌 富山大学 名誉教授 

筒口義裕 北日本新聞社 編集局社会部次長 

能島信行 立山マシン(株) 技術担当取締役 

評価委員 

吉田新一郎 ラーンズケイプ 代表 

管理法人 浅井修平 北陸経済研究所（コーディネーター補助） 

（出典 総務課資料）

 

資料Ｂ－１－②－１２ 平成 18 年度 中小企業庁委託事業 参加者数 

 

 実施日 
参加技

術者数
備考 

・富山の産業と技術者に求められる

科学技術コミュニケーションの能力 

・科学技術コミュニケーションのため

のプレゼンテーション力の育成 

平成18年8月31日 117 講演，講習 

第1回 EQ検査 平成18年9月 34 郵送にて実施 

教授体験（高専生版）① 平成18年10月11日 2 本校の学生を対象に説明

教授体験（高専生版）② 平成18年10月15日 4 本校の学生を対象に説明

教授体験（小学生版）① 平成18年11月17日 3 
ファインネクス(株) 

(株)リッチェル 

教授体験（高専生版）③ 平成18年11月22日 7 本校の学生を対象に説明

教授体験（小学生版）② 平成18年11月22日 2 タイワ精機(株) 

教授体験・評価討論会 

EQ検査結果解説 
平成18年12月5日 19  

PBL合宿（1泊2日）・第1日目 

EQ検査解説 
平成18年12月15日 18  

PBL合宿（1泊2日）・第2日目 平成18年12月16日 18  

教授体験（高専生版）④ 平成18年12月20日 1 本校の学生を対象に説明

PBLの発表と評価 平成19年1月10日 16  

第2回 EQ検査 平成19年1月 32 郵送にて実施 

参加若手技術者数（のべ人数） 273 

（出典 総務課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

正規課程の学生以外に対する教育サービスとして実施している公開講座，体験入学，出前授業及び

県内中小企業を中心とした若手技術者の人材育成事業の参加者数や受講者の満足度は概ね良好であり，

活動の成果が上がっている。また地域連携委員会及び教務委員会がそれらの調査とその分析を行い，

自己点検・評価委員会に報告している。なお，若手技術者の人材育成事業に関しては，一連のプログ

ラムに関して第三者的な立場からの評価を受けるために，学外の有識者のみで構成される評価委員会

を設置しており，より客観的な立場からの意見を受け，改善するシステムが整っている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

公開講座及び体験入学を，それぞれ地域連携委員会及び教務委員会が中心となり，計画的に運営し

ている。 

各事業について，毎年受講者のアンケートを実施し，その結果を分析し次年度以降の計画に活用し

ている。 

県内中小企業を中心とした若手技術者の人材育成事業は，参加企業の高い評価を受けている。また

これについては，第三者的な立場からの評価を受けるため，学外有識者のみで構成される評価委員会

を設置している。 

（改善を要する点） 

該当なし 

 

（３） 選択的評価事項Ｂの自己評価の概要 

本校では，正規課程の学生以外に対する教育サービスとして，公開講座，体験入学，出前授業及び

県内中小企業を中心とした若手技術者の人材育成事業を継続的に幅広く実施してきている。 

社会人向けの公開講座では，富山県の県民カレッジと連携して生涯学習的な側面を持ち合わせてい

る。また，小中学生向けの公開講座は，主に科学技術の楽しさ・おもしろさなどを知ってもらうこと

を主眼においている。それらの参加者数や受講者の満足度に対する調査とその分析は，公開講座，出

前授業及び技術者人材育成事業に関しては地域連携委員会が，体験入学に関しては教務委員会が中心

となって毎年実施しており，その結果，受講者は概ね満足していることが分かった。また，いただい

た意見等については次年度の事業計画の参考とし改善するシステムが整っている。 

若手技術者の人材育成事業に関しては，一連のプログラムに関して第三者的な立場からの評価を受

けるために，学外の有識者のみで構成される評価委員会を設置しており，より客観的な立場からの意

見を受け，改善するシステムが整っている。それらの分析結果によれば，各事業の参加者は受入の定

員から考えて十分な人数であり，また，受講者の感想からも，概ね満足していることが伺え，十分な

成果が上がっていると考えている。 

このように受講者数や事業内容に対する満足度などからその目的を達成しているものと考えられ，

本校における正規課程の学生以外に対する教育サービスについては，十分な成果が上がっているもの

と判断される。 

 

（４）目的の達成状況の判断 

目的の達成状況が非常に優れている。 


